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船舶の避難場所に関する研究 
―IMOガイドライン修正提案の検討(2)― 

 
Study on Issues relating to Places of Refuge for Ships: 

Consideration of Proposal for Revision of IMO Guidelines (2) 
 

山地 哲也 
Tetsuya YAMAJI 

 
1 はじめに 
船舶の避難場所に関する研究の一環として山地は、2019年 12月発行

の海上保安大学校研究報告において、2018 年 12 月 3 日～7 日に開催さ
れた IMO第 100回海上安全委員会(MSC：Maritime Safety Committee)
に対する欧州連合(EU：European Union)加盟国及び海事関係団体による
「要支援船舶に対する避難場所に関するガイドライン」(Guidelines on 
Places of Refuge for Ships in Need of Assistance)(2003年 12月、IMO
総会決議 A.949(23)。以下、「IMO ガイドライン」と言う)の最新化を求
める提案(以下、「MSC100－EU提案」と言う)1)について検討を行った(山
地(2019))2)。MSC100－EU 提案を踏まえ IMO においては以後、海上安
全委員会の下部小委員会である航行安全・無線通信・捜索救助に関する

小委員会(NCSR：Sub-Committee on Navigation, Communications and 
Search and Rescue)の下で IMO ガイドラインの最新化に係る審議を行
うこととされた3)。これを受け EU加盟国及び海事関係団体は 2020年 1
月 15 日～24 日に開催された第 7 回航行安全・無線通信・捜索救助に関
する小委員会に対し、IMO ガイドラインの規定に係る修正提案 (以下、
「NCSR7－EU 提案」と言う)を行っている4)。本小委員会はコレスポン

デンスグループ(Correspondence Group)を設置し5)、NCSR7－EU 提案
について検討し、その結果を次回の第 8 回航行安全・無線通信・捜索救
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助に関する小委員会に報告させ6)、引き続き検討を行う予定である。 
NCSR7－EU 提案は、IMO ガイドラインの規定について具体的に改

正を求めるものである。これらは、EUにおける船舶の避難場所に関係す
る事故対応の経験、要支援船舶に対する避難場所収容に係る規定を有す

る「船舶通航監視及び情報システムに関する指令」(以下、「船舶通航監視
指令」と言う)の採択7)、「EUの避難場所に関する運用ガイドライン」」(以
下、「EUガイドライン」と言う。最新版は第 5版(2018年 2月 1日))8)の

作成及びその運用を踏まえたものである。本稿では IMOガイドライン修
正提案の検討として MSC100－EU 提案について検討した山地(2019)に
引き続き、NCSR7－EU提案と船舶通航監視指令又は EUガイドライン
等との関係について表を用いて整理を行い、船舶の避難場所に係る動向

の蓄積を図ることとする。 
 

2 NCSR7－EU提案の整理 
表－1においてNCSR7－EU提案により修正を求めるIMOガイドライ

ンをセクション、パラグラフ番号に沿って整理する。提案内容の下線部

は新たに追加される規定、又は、現行IMOガイドラインに対する修正部
分を表す。同表の右欄においては、現行IMOガイドライン、EUガイドラ
イン及び船舶通航監視指令の規定との関係についてその要点を記載する。

また、山地(2019)で整理したMSC100－EU提案の方向性((1)提案の趣
旨・目的、(2)避難場所に関する調整及び協力、(3)国の1つの権限ある当
局の指定、(4)関係者の明確化、(5)対応プロセス・コミュニケーション及
び報告手続、(6)避難場所の提供を拒否し他国に引継ぐ場合のガイダンス、
(7)メディア及び情報対応、(8)教訓の共有)9)との関係性が認められる場合

には、その旨記載する。現行のIMOガイドライン、EUガイドライン及び
船舶通航監視指令は欧州海上保安庁(EMSA：European Maritime Safety 
Agency)のPlaces of Refugeに係るホームページ上で参照可能である10)。 
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。

 

M
SC

10
0－

EU
提
案
の
方
向
性

中
、

(1
)E

U
提
案
の
趣
旨
・
目
的

を
具
体
化
す
る
。

 
1.

3 
目
的

 
 

1.
3.

1 
IM

O
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
目
的
は
、
情
報
に
基
づ
き
一
層
迅
速
な
意
思
決
定
に
至
る
よ
う
、
統
一
的
か
つ
透
明

性
を
有
す
る
プ
ロ
セ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
人
命
並
び
に
海
上
の
安
全
、
セ
キ
ュ
リ
テ

ィ
及
び
環
境
の
保
護
の
た
め
に
要
支
援
船
舶
が
避
難
場
所
を
要
請
す
る
場
合
に
、
国
、
船
長
、
運
航
者
、
サ

ル
バ
ー
、
そ
の
他
の
関
係
者
に
資
す
る
こ
と
に
な
る
。

 

M
SC

10
0－

EU
提
案
の
方
向
性

中
、

(1
)E

U
提
案
の
趣
旨
・
目
的
、

ま
た
、

(4
)関
係
者
の
明
確
化
を
具

体
化
す
る
。

 
1.

3.
2 

プ
ロ
セ
ス
は
、
政
府
、
当
局
及
び
産
業
界
内
及
び
こ
れ
ら
の
間
に
お
い
て
協
力
及
び
建
設
的
な
実
行
を
促
進

す
る
べ
き
で
あ
る
。

 
M

SC
10

0－
EU
提
案
の
方
向
性

中
、

(1
)E

U
提
案
の
趣
旨
・
目
的

を
具
体
化
す
る
。

 
1.

3.
3 

船
長
又
は
船
舶
に
責
任
を
有
す
る
そ
の
他
の
者

(例
：
サ
ル
バ
ー

)に
よ
り
求
め
ら
れ
る
事
項
を
踏
ま
え
、
支

援
の
提
供
を
要
請
さ
れ
る
可
能
性
の
あ
る
国
は
、
避
難
場
所
の
指
定
を
検
討
す
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

環
境
損
害
又
は
航
行
障
害
に
至
る
可
能
性
の
あ
る
船
舶
の
沈
没
又
は
座
礁
の
リ
ス
ク
が
あ
る
場
合
に
は
、
特

に
重
要
で
あ
る
。

 

M
SC

10
0－

EU
提
案
の
方
向
性

中
、

(1
)E

U
提
案
の
趣
旨
・
目
的

を
具
体
化
す
る
。

 

1.
3.

4 
IM

O
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
ま
た
、
要
支
援
船
舶
の
収
容
に
係
る
国
の
計
画
が
国
際
的
な
調
整
及
び
意
思
決
定
、

ま
た
可
能
な
場
合
に
は
要
支
援
船
舶
を
収
容
す
る
た
め
の
調
整
計
画
を
策
定
す
る
に
際
し
て
の
協
力
枠
組
み

を
含
む
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
こ
れ
は
、
い
く
つ
か
の
沿
岸
国
に
よ
っ
て
共
有
さ
れ
る
地
域
的
エ
リ
ア
又
は

沿
岸
域
に
お
い
て
は
、
望
ま
し
く
、
ま
た
、
必
要
と
な
る
。

 

M
SC

10
0－

EU
提
案
の
方
向
性

中
、

(2
)避
難
場
所
に
関
す
る
調
整

及
び
協
力
を
具
体
化
す
る
。

 

1.
3.

5 
避
難
場
所
へ
の
入
域
の
承
認
は
ケ
ー
ス
バ
イ
ケ
ー
ス
に
よ
り
政
治
的
に
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の

場
合
、
避
難
場
所
へ
の
収
容
に
よ
り
影
響
を
受
け
る
船
舶
、
乗
組
員
及
び
環
境
に
対
す
る
有
効
性
、
並
び
に
、

沿
岸
域
付
近
に
入
域
し
た
船
舶
か
ら
生
じ
る
環
境
に
対
す
る
リ
ス
ク
間
の
バ
ラ
ン
ス
を
十
分
考
慮
す
る
こ
と

に
な
ろ
う
。
又
は
、
沿
岸
か
ら
離
れ
沖
合
に
向
け
航
行
す
る
、
あ
る
い
は
、
航
行
を
命
じ
ら
れ
る
場
合
も
あ

る
。

現
行

IM
O
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

1.
7
を

ベ
ー
ス
に
下
線
部
の
修
正
を
行
っ

て
い
る
。
現
行

IM
O
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
1.

7
で
は
「
政
治
的
に
判
断
」

と
し
て
い
る
文
言
か
ら
「
政
治
的

に
」
を
削
除
し
て
い
る
。

 
 

し
か
し
な
が
ら
、
沿
岸
域
付
近
に
こ
の
よ
う
な
船
舶
を
入
域
さ
せ
る
こ
と
は
、
沿
岸
国
に
対
し
経
済
及
び
環

境
の
観
点
か
ら
危
険
を
及
ぼ
す
こ
と
と
な
り
、
地
方
当
局
及
び
住
民
は
こ
の
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
対
し
強
く

現
行

IM
O
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

1.
4
を

削
除
し
て
い
る
。

 

る
こ
と
に
な
る
。

 
1.

2.
4 

沿
岸
諸
国
は
損
傷
を
受
け
、
能
力
を
減
じ
た
船
舶
を
環
境
被
害
に
対
す
る
潜
在
的
危
険
性
故
に
、
そ
の
責
任

領
域
に
受
け
入
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
消
極
的
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
外
洋
の
条
件
下
で
海
上
事
故
に
十
分
か

つ
効
果
的
に
対
応
す
る
可
能
性
は
ほ
と
ん
ど
な
い
だ
ろ
う
。

 

現
行

IM
O
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

1.
5
と

同
内
容
を
提
案
す
る
。

 

1.
2.

5 
要
支
援
船
舶
を
避
難
場
所
に
収
容
す
る
こ
と
は
ま
た
、
リ
ス
ク
に
さ
ら
さ
れ
る
沿
岸
線
の
範
囲
を
極
小
化
す

る
意
味
で
も
有
効
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
避
難
場
所
と
し
て
選
択
さ
れ
る
エ
リ
ア
は
、
よ
り
重
大
な

リ
ス
ク
に
さ
ら
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
貨
物
移
送
又
は
補
修
が
比
較
的
容
易
に
行
う
こ
と
が
可
能
な
港
湾

又
は
タ
ー
ミ
ナ
ル
に
船
舶
を
収
容
す
る
可
能
性
に
つ
い
て
も
、
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
た
め
、

避
難
場
所
の
選
択
及
び
利
用
の
決
定
は
、
ケ
ー
ス
バ
イ
ケ
ー
ス
で
、
ま
た
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
に
基
づ
き

注
意
深
く
検
討
が
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

 

現
行

IM
O
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

1.
9
を

ベ
ー
ス
に
下
線
部
の
修
正
を
行
っ

て
い
る
。

 
 

1.
2.

6 
避
難
場
所
の
利
用
は
、
地
元
の
反
対
に
直
面
し
、
政
治
的
困
難
な
判
断
を
伴
う
可
能
性
が
あ
る
。
沿
岸
国
は
、

安
全
か
つ
効
率
的
な
対
応
及
び
決
定
に
は
証
拠
に
基
づ
く
総
合
的
な
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
が
不
可
欠
で
あ

る
こ
と
を
認
識
す
べ
き
で
あ
る
。
状
況
に
応
じ
、
地
域
的
な
協
力
協
定
が
要
支
援
船
舶
の
収
容
又
は
避
難
場

所
の
検
討
を
支
援
す
る
こ
と
と
な
る
。

 

現
行

IM
O
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

1.
10

を
ベ
ー
ス
に
下
線
部
の
修
正
を
行

っ
て
い
る
。

 
現
行

IM
O
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

1.
10

で
は
「
政
治
的
な
判
断
」
と
し
て

い
る
文
言
を
「
困
難
な
判
断
」
に

修
正
し
て
い
る
。

 
1.

2.
7 

避
難
場
所
が
認
め
ら
れ
た
船
舶
を
収
容
す
る
国
及
び
港
湾
は
損
傷
船
舶
の
収
容
か
ら
生
じ
る
責
任
に
関
し
、

適
当
な
場
合
に
は
、
迅
速
な
補
償
を
受
け
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
、
適
切
な
国
際
条
約
、
ま
た
、
可

能
な
場
合
に
は
リ
ス
ク
共
有
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

 

N
CS

R7
－

EU
提
案

1.
4.

11
で
は

現
行

IM
O
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

1.
17

と
同
内
容
を
提
案
し
、

IM
O
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
は
責
任
及
び
補
償
問
題

を
規
定
す
る
も
の
で
は
な
い
と
し

つ
つ
も
、

N
CS

R7
－

EU
提
案

1.
2.

7
で
は
国
際
条
約
等
を
適
用

し
適
切
に
補
償
が
行
わ
れ
る
べ
き

旨
追
加
し
て
い
る
。

 
1.

2.
8 

国
際
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
、
セ
ク
シ
ョ
ン
－

1の
付
録
－

1に
記
述
す
る
条
約

(改
正
を
含
む

)が
、
と
り
わ
け
、

想
定
さ
れ
る
状
況
に
お
い
て
沿
岸
諸
国
及
び
船
舶
が
と
る
行
動
に
つ
い
て
、
法
的
枠
組
み
を
構
成
す
る
こ
と

現
行

IM
O
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

1.
11

と
同
内
容
を
提
案
す
る
。
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反
対

す
る

可
能
性
が
あ
る
。

1.
4 

IM
O

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
意
図

 
 

1.
4.

1 
IM

O
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
は
、
船
舶
が
要
支
援
状
態
で
あ
る

場
合

、
又

は
、
船

舶
が

避
難

場
所

を
求

め
る

場
合

に
、

こ
の

状
況

に
対
応
し
、
決
定
を
行
う
た
め
に
、
沿
岸
国

、
船

長
、

オ
ペ

レ
ー

タ
ー

、
サ

ル
バ

ー
、

そ
の

他
の

関
係

者
に

対
し
、
運
用
上
の
枠
組
み
の
基
本
を
提
供
す

る
こ

と
を

意
図

す
る

。
 

M
SC

10
0－

EU
提

案
の
方

向
性

中
、

(1
)E

U
提

案
の

趣
旨
・
目
的
、

ま
た

、
(4

)関
係

者
の

明
確

化
を
具

体
化

す
る

。
 

1.
4.

2 
こ

の
よ

う
な
枠
組
み
に
は
、
国
内
の
一
定
の
当
局
の
設

定
を

含
む

こ
と

に
な

る
。

こ
れ

は
そ

の
国

の
内

部
機

構
を

踏
ま

え
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
当
局
は
要
支
援
船

舶
の

避
難

場
所

へ
の

収
容

に
関

す
る

独
立

し
た

決
定

を
行

う
た

め
に
関
連
す
る
専
門
性
及
び
必
要
な
権
限
を

有
す

る
も

の
で

あ
る

。
以

下
、

こ
の

当
局

を
権

限
あ

る
当

局
と

い
う
。

 

EU
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン

Ba
ck

gr
ou

nd
、

1.
1
加

盟
国
の
責

任
、

1.
1.

1
加

盟
国

の
権
限
あ
る
当

局
、
船

舶
通

航
監

視
指

令
第

20
条

(要
支

援
船

舶
の

収
容

に
関
す
る

権
限

あ
る

当
局

)1
と

同
趣

旨
を
提

案
す

る
。

 
1.

4.
3 

IM
O

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
権
限
あ
る

当
局

に
対

し
、
避

難
場

所
を

要
請

す
る

要
支

援
船

舶

に
効

果
的

に
対
応
す
る
た
め
の
方
策
等
に
係
る
指
針
を

含
む

も
の

で
あ

る
。

指
針

に
は

避
難

場
所

に
お

い
て

船
長

が
必

要
と
す
る
業
務
又
は
施
設
を
明
確
に
特
定
す

る
際

し
船

長
を

支
援

す
る

た
め

に
、

船
長

に
対

し
て

も
提

供
さ

れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
た
め

IM
O

ガ
イ
ド

ラ
イ

ン
は

、
船

長
に

期
待

さ
れ

る
事

項
、

示
唆

を

含
む

手
続

き
及
び
情
報
フ
ロ
ー
に
係
る
指
針
も
含
む
べ

き
で

あ
る

。
 

 

1.
4.

4 
し

か
し

な
が
ら
こ
の
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
は
通
常
、

サ
ル

バ
ー

、
船

級
協

会
、

保
険

者
等

を
関

係
者

の
関

与
が

必
要

で
あ
り
、
こ
の
た
め

IM
O

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は

こ
の

よ
う

な
関

係
者

に
対

す
る

指
針

を
含

む
も

の

と
す

る
。

 

M
SC

10
0－

EU
提

案
の
方

向
性

中
、

(4
)関

係
者

の
明

確
化

を
具
体

化
す

る
。

 
1.

4.
5 

IM
O

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、
た
だ
一
つ
の
国
が
関
与
す
る

の
み

な
ら

ず
一

つ
以

上
の

管
轄

に
関

係
す

る
場

合
に

も
対

応
す

る
。
こ
の
た
め
、
支
援
を
必
要
と
す
る
船
舶

の
評

価
を

実
施

す
る

に
際

し
、

共
通

す
る

枠
組

み
に

係
る

地
域

的
な
協
力
及
び
調
整
の
設
定
を
行
う
た
め
の

沿
岸

国
に

対
す

る
強

力
な

勧
告

を
含

む
も

の
で

あ

る
。

こ
れ

に
は
適
当
な
場
合
に
は
、
調
整
し
た
行
動
を

と
り

、
計

画
を

実
行

に
移

す
こ

と
を

含
ん

で
い

る
。

 

M
SC

10
0－

EU
提

案
の
方

向
性

中
、

(2
)避

難
場

所
に

関
す
る
調
整

及
び

協
力

を
具

体
化

す
る

。
 

1.
4.

6 
あ

ら
ゆ

る
場
合
に
お
い
て
、

加
盟
国
、
船
長
、
会
社
、
サ

ル
バ

ー
及

び
他

の
関

係
者

の
努

力
が

効
果

的
に

対

応
す

る
べ

き
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、

こ
れ
ら
の
努
力
は

相
互

に
補

完
的

で
あ

り
、

 
現

行
IM

O
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
1.

12
を

ベ
ー

ス
に

下
線

部
の

修
正

を
行

っ
て

い
る

。
 



－ 37 －

海保大研究報告　第65巻　第１号－37

M
SC

10
0－

EU
提
案
の
方
向
性

中
、

(4
)関
係
者
の
明
確
化
を
具
体

化
す
る
。

 
ま
た
、
一
つ
の
権
限
あ
る
当
局
が
状
況
を
管
理
し
、
避
難
場
所
に
係
る
要
請
を
認
め
る
立
場
に
な
い
場
合
に

は
、
別
の
権
限
あ
る
当
局
に
伝
え
ら
れ
、
そ
の
要
請
に
係
る
意
思
決
定
を
引
き
継
ぐ
よ
う
準
備
を
行
う
べ
き

こ
と
を
確
保
す
る
も
の
で
あ
る
。

 

M
SC

10
0－

EU
提
案
の
方
向
性

中
、

(6
)避
難
場
所
の
提
供
を
拒
否

し
他
国
に
引
継
ぐ
場
合
の
ガ
イ
ダ

ン
ス
を
具
体
化
す
る
。

 
1.

4.
7 

船
舶
が
支
援
を
必
要
と
し
、
人
命
の
安
全
が
関
連
し
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、

IM
O
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
従
う

べ
き
で
あ
る
。

 
現
行

IM
O
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

1.
1
と

同
内
容
を
提
案
す
る
。

 
IM

O
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、
海
上
に
お
け
る
人
命
の
救
助
に
関
す
る
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
問
題
を
取
り
扱
う
も

の
で
は
な
い
。

 
現
行

IM
O
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

1.
13

と
同
内
容
を
提
案
す
る
。

 
1.

4.
8 

し
か
し
な
が
ら
、
状
況
展
開
に
お
い
て
、
乗
船
者
自
身
が
遭
難
の
状
況
に
あ
る
と
判
断
す
る
場
合
に
は
、

19
79

年
の
海
上
に
お
け
る
捜
索
及
び
救
助
に
関
す
る
国
際
条
約

(S
AR
条
約

)、
国
際
航
空
・
海
上
捜
索
マ
ニ
ュ
ア

ル
及
び
こ
れ
に
関
連
す
る
書
類
が

IM
O
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

(及
び
関
連
手
続
き

)に
優
先
す
る
こ
と
に
な
る
。

 

現
行

IM
O
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

1.
14

と
同
内
容
を
提
案
す
る
。

 

1.
4.

9 
SA

R
条
約
で
定
義
さ
れ
る
「
救
助
」
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
事
案
で
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、

IM
O
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
の
適
用
に
当
た
っ
て
は
常
に
人
命
の
安
全
に
つ
い
て
念
頭
に
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
現
行

IM
O
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

1.
16

と
同
内
容
を
提
案
す
る
。

 
1.

4.
10

 
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
お
い
て
、
権
限
あ
る
海
事
支
援
サ
ー
ビ
ス

(M
AS
：

M
ar

iti
m

e A
ss

is
ta

nc
e 

Se
rv

ic
es

)
／
救
助
調
整
本
部

(M
RC

C：
M

ar
iti

m
e 

Re
sc

ue
 C

o-
or

di
na

tio
n 

Ce
nt

re
)に
対
し
、
捜
索
救
助
事
案
に

至
る
可
能
性
の
あ
る
状
況
に
つ
い
て
通
報
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

 

現
行

IM
O
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

1.
15

と
同
内
容
を
提
案
す
る
。

 
海
事
支
援
サ
ー
ビ
ス
を
追
加
し
て

い
る
。

 
1.

4.
11

 
IM

O
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、
船
舶
の
避
難
場
所
へ
の
収
容
の
承
認
又
は
拒
否
に
係
る
決
定
か
ら
発
生
す
る
損
害

の
責
任
及
び
補
償
問
題
に
つ
い
て
規
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。

 
 

N
CS

R7
－

EU
提
案

1.
4.

11
で
は

現
行

IM
O
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

1.
17

と
同
内
容
を
提
案
し
、

IM
O
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
は
責
任
及
び
補
償
問
題

を
規
定
す
る
も
の
で
は
な
い
と
し

つ
つ
も
、

N
CS

R7
－

EU
提
案

1.
2.

7
で
は
国
際
条
約
等
を
適
用

し
適
切
に
補
償
が
行
わ
れ
る
べ
き

反
対

す
る

可
能
性
が
あ
る
。

1.
4 

IM
O

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
意
図

 
 

1.
4.

1 
IM

O
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
は
、
船
舶
が
要
支
援
状
態
で
あ
る

場
合

、
又

は
、
船

舶
が

避
難

場
所

を
求

め
る

場
合

に
、

こ
の

状
況

に
対
応
し
、
決
定
を
行
う
た
め
に
、
沿
岸
国

、
船

長
、

オ
ペ

レ
ー

タ
ー

、
サ

ル
バ

ー
、

そ
の

他
の

関
係

者
に

対
し
、
運
用
上
の
枠
組
み
の
基
本
を
提
供
す

る
こ

と
を

意
図

す
る

。
 

M
SC

10
0－

EU
提

案
の
方

向
性

中
、

(1
)E

U
提

案
の

趣
旨
・
目
的
、

ま
た

、
(4

)関
係

者
の

明
確

化
を
具

体
化

す
る

。
 

1.
4.

2 
こ

の
よ

う
な
枠
組
み
に
は
、
国
内
の
一
定
の
当
局
の
設

定
を

含
む

こ
と

に
な

る
。

こ
れ

は
そ

の
国

の
内

部
機

構
を

踏
ま

え
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
当
局
は
要
支
援
船

舶
の

避
難

場
所

へ
の

収
容

に
関

す
る

独
立

し
た

決
定

を
行

う
た

め
に
関
連
す
る
専
門
性
及
び
必
要
な
権
限
を

有
す

る
も

の
で

あ
る

。
以

下
、

こ
の

当
局

を
権

限
あ

る
当

局
と

い
う
。

 

EU
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン

Ba
ck

gr
ou

nd
、

1.
1
加

盟
国
の
責

任
、

1.
1.

1
加

盟
国

の
権
限
あ
る
当

局
、
船

舶
通

航
監

視
指

令
第

20
条

(要
支

援
船

舶
の

収
容

に
関
す
る

権
限

あ
る

当
局

)1
と

同
趣

旨
を
提

案
す

る
。

 
1.

4.
3 

IM
O

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
権
限
あ
る

当
局

に
対

し
、
避

難
場

所
を

要
請

す
る

要
支

援
船

舶

に
効

果
的

に
対
応
す
る
た
め
の
方
策
等
に
係
る
指
針
を
含

む
も

の
で

あ
る

。
指

針
に

は
避

難
場

所
に

お
い

て

船
長

が
必

要
と
す
る
業
務
又
は
施
設
を
明
確
に
特
定
す
る

際
し

船
長

を
支

援
す

る
た

め
に

、
船

長
に

対
し

て

も
提

供
さ

れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
た
め

IM
O

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

は
、

船
長

に
期

待
さ

れ
る

事
項

、
示

唆
を

含
む

手
続

き
及
び
情
報
フ
ロ
ー
に
係
る
指
針
も
含
む
べ

き
で

あ
る

。
 

 

1.
4.

4 
し

か
し

な
が
ら
こ
の
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
は
通
常
、

サ
ル

バ
ー

、
船

級
協

会
、

保
険

者
等

を
関

係
者

の
関

与
が

必
要

で
あ
り
、
こ
の
た
め

IM
O

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は

こ
の

よ
う

な
関

係
者

に
対

す
る

指
針

を
含

む
も

の

と
す

る
。

 

M
SC

10
0－

EU
提

案
の
方

向
性

中
、

(4
)関

係
者

の
明

確
化

を
具
体

化
す

る
。

 
1.

4.
5 

IM
O

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、
た
だ
一
つ
の
国
が
関
与
す
る

の
み

な
ら

ず
一

つ
以

上
の

管
轄

に
関

係
す

る
場

合
に

も
対

応
す

る
。
こ
の
た
め
、
支
援
を
必
要
と
す
る
船
舶
の

評
価

を
実

施
す

る
に

際
し

、
共

通
す

る
枠

組
み

に

係
る

地
域

的
な
協
力
及
び
調
整
の
設
定
を
行
う
た
め
の
沿

岸
国

に
対

す
る

強
力

な
勧

告
を

含
む

も
の

で
あ

る
。

こ
れ

に
は
適
当
な
場
合
に
は
、
調
整
し
た
行
動
を
と

り
、

計
画

を
実

行
に

移
す

こ
と

を
含

ん
で

い
る

。
 

M
SC

10
0－

EU
提

案
の
方

向
性

中
、

(2
)避

難
場

所
に

関
す
る
調
整

及
び

協
力

を
具

体
化

す
る

。
 

1.
4.

6 
あ

ら
ゆ

る
場
合
に
お
い
て
、

加
盟
国
、
船
長
、
会
社
、
サ

ル
バ

ー
及

び
他

の
関

係
者

の
努

力
が

効
果

的
に

対

応
す

る
べ

き
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、

こ
れ
ら
の
努
力
は

相
互

に
補

完
的

で
あ

り
、

 
現

行
IM

O
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
1.

12
を

ベ
ー

ス
に

下
線

部
の

修
正

を
行

っ
て

い
る

。
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旨
追

加
し

て
い

る
。

 
1.

5 
定

義
 

 
.1

 「
要

支
援
船
舶
」

(s
hi

p 
in

 n
ee

d 
of

 a
ss

is
ta

nc
e)
と

は
、

船
舶

上
に

あ
る

者
の

救
助

を
要

す
る

船
舶

を

除
き

、
船

舶
の
喪
失
又
は
環
境
上
若
し
く
は
航
海
上
の

危
険

性
を

生
起

す
る

可
能

性
の

あ
る

状
況

の
船

舶
を

意
味

す
る

。
 

現
行

IM
O

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

1.
18

と
同

内
容

を
提

案
す

る
。

 

.2
 「

者
」

(P
ar

ty
)と

は
、
要
支
援
船
舶
が
避
難
場
所

を
求

め
る

場
合

に
お

い
て

、
状

況
対

応
の

支
援

に
関

係
す

る
者

を
意
味
す
る
。

 
 

.3
 避

難
場
所
」

(p
la

ce
 o

f r
ef

ug
e)
と
は
、
要
支
援

船
舶

が
当

該
船

舶
に

つ
い

て
そ

の
状

況
を

安
定

さ
せ

、

航
海

上
の

危
険
性
を
軽
減
し
、

人
命
及
び
環
境
を
保
護

す
る

こ
と

を
可

能
と

す
る

行
動

を
と

る
こ

と
が

で
き

る
場

所
を

意
味
す
る
。

 

現
行

IM
O

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

1.
19

と
同

内
容

を
提

案
す

る
。

 

.4
 「
海

事
支

援
サ
ー
ビ
ス
」
(M

AS
: M

ar
iti

m
e A

ss
is

ta
nc

e 
Se

rv
ic

es
)と

は
、
IM

O
総

会
決

議
A.

95
0(

23
)

で
定

義
さ

れ
る
事
故
報
告
を
受
信
し
、
事
故
発
生
に
つ

い
て

船
長

と
沿

岸
国

当
局

間
の

連
絡

ポ
イ

ン
ト

と
し

て
の

業
務

を
実
施
す
る
責
任
を
有
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
意

味
す

る
。

 

現
行

IM
O

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

1.
20

と
同

内
容

を
提

案
す

る
。

 

.5
 「

救
助
調
整
本
部
」

(M
RC

C)
と
は
、

[S
AR

条
約
に

定
義

す
る

]救
助

調
整

本
部

を
意

味
す

る
。

 
 

.6
 「

権
限
あ
る
当
局
」
と
は
、
国
の
内
部
機
構
を
踏
ま

え
た

も
の

で
あ

り
、
要

支
援

船
舶

の
避

難
場

所
へ

の

収
容

に
関

す
る
独
立
し
た
決
定
を
行
う
た
め
に
関
連
す

る
専

門
性

及
び

必
要

な
権

限
を

有
す

る
当

局
を

意
味

す
る

。
 

EU
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン

Ba
ck

gr
ou

nd
、

1.
1
加

盟
国
の
責

任
、

1.
1.

1
加

盟
国

の
権
限

あ
る
当

局
、
船

舶
通

航
監

視
指

令
第

20
条

(要
支

援
船

舶
の

収
容

に
関
す
る

権
限

あ
る

当
局

)1
と

同
趣

旨
を
提

案
す

る
。

 
.7

 「
関

係
者
」

(p
ar

tie
s 

in
vo

lv
ed

)と
は
、

[セ
ク
シ
ョ

ン
－

〇
に

規
定

す
る

者
] [
国

際
安

全
管

理
コ

ー
ド

(IS
M

 C
od

e：
In

te
rn

at
io

na
l M

an
ag

em
en

t C
od

e 
fo

r t
he

 S
af

e 
O

pe
ra

tio
n 

of
 S

hi
ps

 a
nd

 fo
r 

Po
llu

tio
n 

Pr
ev

en
tio

n)
に
規
定
す
る
者

]を
意
味
す
る

。
 

 

ｾ
ｸ
ｼ
ｮ
ﾝ

2 
避

難
場

所
を

要
請
す
る
要
支
援

船
舶
に
関
し
船
長
／
サ

ル
バ

ー
／

他
の

関
係

者
に

求
め

ら
れ

る
措

置
 

「
他

の
関

係
者

」
の

追
加

は
、

M
SC

10
0－

EU
提

案
の
方

向
性

中
、

(4
)関

係
者

の
明

確
化

を
具
体

化
す

る
。
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2.
1 

船
長

 
 

2.
1.

1 
海
難
発
生
の
際
、
船
長
／
サ
ル
バ
ー
は
、
事
故
の
内
容
を
通
報
し
、
そ
の
後
の
必
要
な
行
動
を
開
始
す
る
た

め
に
、
各
国
に
お
い
て
指
定
さ
れ
た

M
AS
／

M
RC

C
に
連
絡
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

M
AS
／

M
RC

C
の
リ
ス
ト
は
、

IM
O
の
関
連
す
る
サ
ー
キ
ュ
ラ
ー
で
参
照
可
能
で
あ
る
。

 

 

2.
1.

2 
IS

M
コ
ー
ド
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
船
舶
の
船
長
は
、

IS
M
コ
ー
ド
に
従
い
海
上
で
発
生
し
た
あ
ら
ゆ
る
事

故
に
つ
い
て
会
社
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
状
況
の
報
告
の
後
、
会
社
は
可
及
的
速
や
か
に
権
限
あ

る
沿
岸
国
の
関
係
部
署
に
コ
ン
タ
ク
ト
を
と
り
、
必
要
に
応
じ
会
社
の
判
断
に
よ
り
行
動
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

 

 

2.
1.

3 
船
長
は
船
舶
に
対
す
る
指
揮
権
を
有
し
、
サ
ル
ベ
ー
ジ
作
業
が
実
施
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
も
な
お
指

揮
権
を
保
有
し
て
い
る
。
指
揮
が
サ
ル
バ
ー
の
責
任
の
下
に
入
っ
た
場
合
に
は
、
船
長
は
指
揮
権
の
委
譲
を

判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

 

2.
1.

4 
船
長
は
、

 
―

可
及
的
速
や
か
に

[可
能
で
あ
れ
ば

]少
な
く
と
も
以
下
の
事
項
を
含
む
事
故
報
告
を

(最
も
近
接
す
る
沿

岸
国
の

)権
限
あ
る
当
局
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
(1

)
船
舶
の
特
徴

 
(2

)
船
舶
の
位
置

 
(3

)
仕
出
港

 
(4

)
仕
向
港

 
(5

)
積
載
貨
物
の
情
報

 
(6

)
搭
載
し
て
い
る
油
及
び
危
険
な
貨
物
に
係
る
追
加
的
情
報
を
得
る
こ
と
が
可
能
な
住
所

 
(7

)
搭
載
燃
料
油
の
量
、
場
所
及
び
種
類

 
(8

)
乗
船
者
の
人
数

 
(9

)
事
故
の
詳
細

 
―

権
限
あ
る
当
局
と
十
分
に
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
―

権
限
あ
る
当
局
に
対
し
要
請
さ
れ
、
又
は
、
関
連
す
る
情
報
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

EU
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

1.
2.

1船
長
と

同
趣
旨
を
提
案
す
る
。

 

2.
1.

5 
船
長
は
更
に

(必
要
な
場
合
に
は
会
社
及
び
／
又
は
サ
ル
バ
ー
の
支
援
を
得
て

)、
以
下
の
事
項
を
実
施
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
.1

 状
況
を
評
価
し
、
船
舶
が
支
援
を
要
す
る
理
由
を
特
定
す
る
こ
と
。

 

現
行

IM
O
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
付
録

2
中
の

1
を
ベ
ー
ス
に

EU
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン

1.
2.

1
船
長
と
同
趣
旨
を

旨
追

加
し

て
い

る
。

 
1.

5 
定

義
 

 
.1

 「
要

支
援
船
舶
」

(s
hi

p 
in

 n
ee

d 
of

 a
ss

is
ta

nc
e)
と

は
、

船
舶

上
に

あ
る

者
の

救
助

を
要

す
る

船
舶

を

除
き

、
船

舶
の
喪
失
又
は
環
境
上
若
し
く
は
航
海
上
の

危
険

性
を

生
起

す
る

可
能

性
の

あ
る

状
況

の
船

舶
を

意
味

す
る

。
 

現
行

IM
O

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

1.
18

と
同

内
容

を
提

案
す

る
。

 

.2
 「

者
」

(P
ar

ty
)と

は
、
要
支
援
船
舶
が
避
難
場
所

を
求

め
る

場
合

に
お

い
て

、
状

況
対

応
の

支
援

に
関

係
す

る
者

を
意
味
す
る
。

 
 

.3
 避

難
場
所
」

(p
la

ce
 o

f r
ef

ug
e)
と
は
、
要
支
援

船
舶

が
当

該
船

舶
に

つ
い

て
そ

の
状

況
を

安
定

さ
せ

、

航
海

上
の

危
険
性
を
軽
減
し
、

人
命
及
び
環
境
を
保
護

す
る

こ
と

を
可

能
と

す
る

行
動

を
と

る
こ

と
が

で
き

る
場

所
を

意
味
す
る
。

 

現
行

IM
O

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

1.
19

と
同

内
容

を
提

案
す

る
。

 

.4
 「
海

事
支

援
サ
ー
ビ
ス
」
(M

AS
: M

ar
iti

m
e A

ss
is

ta
nc

e 
Se

rv
ic

es
)と

は
、
IM

O
総

会
決

議
A.

95
0(

23
)

で
定

義
さ

れ
る
事
故
報
告
を
受
信
し
、
事
故
発
生
に
つ

い
て

船
長

と
沿

岸
国

当
局

間
の

連
絡

ポ
イ

ン
ト

と
し

て
の

業
務

を
実
施
す
る
責
任
を
有
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
意

味
す

る
。

 

現
行
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O

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

1.
20

と
同

内
容

を
提

案
す

る
。

 

.5
 「

救
助
調
整
本
部
」

(M
RC

C)
と
は
、

[S
AR

条
約
に

定
義

す
る

]救
助

調
整

本
部

を
意

味
す

る
。

 
 

.6
 「

権
限
あ
る
当
局
」
と
は
、
国
の
内
部
機
構
を
踏
ま
え

た
も

の
で

あ
り

、
要

支
援

船
舶

の
避

難
場

所
へ

の

収
容

に
関

す
る
独
立
し
た
決
定
を
行
う
た
め
に
関
連
す

る
専

門
性

及
び

必
要

な
権

限
を

有
す

る
当

局
を

意
味

す
る

。
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ガ

イ
ド

ラ
イ

ン

Ba
ck

gr
ou

nd
、

1.
1
加

盟
国
の
責

任
、

1.
1.

1
加

盟
国

の
権
限
あ
る
当

局
、
船

舶
通

航
監

視
指

令
第

20
条

(要
支

援
船

舶
の

収
容

に
関
す
る

権
限

あ
る

当
局

)1
と

同
趣
旨
を
提

案
す

る
。

 
.7

 「
関

係
者
」

(p
ar

tie
s 

in
vo

lv
ed

)と
は
、

[セ
ク
シ
ョ

ン
－

〇
に

規
定

す
る

者
] [
国

際
安

全
管

理
コ

ー
ド

(IS
M

 C
od

e：
In

te
rn

at
io

na
l M

an
ag

em
en

t C
od

e 
fo

r t
he

 S
af

e 
O

pe
ra

tio
n 

of
 S

hi
ps

 a
nd

 fo
r 

Po
llu

tio
n 

Pr
ev

en
tio

n)
に
規
定
す
る
者

]を
意
味
す
る

。
 

 

ｾ
ｸ
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2 
避

難
場

所
を

要
請
す
る

要
支
援

船
舶
に
関
し
船
長
／
サ

ル
バ

ー
／

他
の

関
係

者
に

求
め

ら
れ

る
措

置
 

「
他

の
関

係
者

」
の

追
加

は
、

M
SC

10
0－

EU
提

案
の
方

向
性

中
、

(4
)関

係
者

の
明

確
化

を
具
体

化
す

る
。
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.2
 (状

況
発
生
時
の
船
長
の
最
大
の
能
力
及
び
知
識
に
よ

り
)リ

ス
ク

、
脅

威
及

び
特

定
さ

れ
た

危
険

性
の

分

析
を

実
施

す
る
こ
と
。
こ
れ
は
特
に
次
の
事

項
に
つ
い

て
検

討
を

行
う

。
 

―
火

災
 

―
爆

発
 

―
船

舶
に
対
す
る
損
害

(機
械
的
及
び
／
又
は
船
体
損

傷
を

含
む

) 
―

衝
突

 
―

汚
染

 
―

船
舶

の
安
定
性
の
阻
害

 
―

座
礁

 

提
案

す
る

。
 

 
.3

 セ
ク

シ
ョ
ン
－

2の
付
録

－
1(
リ
ス
ク
分
析
フ
ァ
ク
タ

ー
[略

])に
基

づ
き

、
船

舶
が

以
下

の
行

動
を

と
る

場
合

の
事

故
の
影
響
の
可
能
性
を
予
測
す
る
こ
と
。

 
－

船
舶

が
同
様
の
状
況
に
留
ま
る

。
 

－
船

舶
が
航
海
を
継
続
す
る

。
 

－
船

舶
が
避
難
場
所
に
到
達
す
る

。
又
は
、

 
－

船
舶

を
沖
出
し
す
る

。
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O
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2
を
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ー

ス
に
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ン
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1
船

長
と

同
趣

旨
を
提
案
す

る
。

 

.4
 発

生
し

た
状
況
に
伴
う
危
険
を
克
服
す
る
た
め
に

沿
岸

国
か

ら
必

要
と

さ
れ

る
支

援
を

特
定

す
る

こ
と

(セ
ク

シ
ョ

ン
－

2の
付
録
－

2[
略

]を
参
照

) 
.5

 船
上

で
の
緊
急
対
応
サ
ー
ビ
ス
の
有
無
及
び
権
限

あ
る

当
局

に
利

用
可

能
な

情
報

を
通

報
す

る
こ

と
。

 
.6

 事
故

状
況
の
影
響
を
最
小
化
す
る
た
め
に
関
係
す

る
対

応
措

置
を

実
施

す
る

こ
と

。
 

EU
ガ
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イ
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1.

2.
1
船
長
と

同
趣

旨
を

提
案

す
る
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サ
ル

バ
ー

 
EU

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

1.
2.

5
サ
ル
バ

ー
と

同
内

容
を

提
案

す
る

。
 

船
長

が
そ

の
指
揮
権
を
委
譲
し
た
場
合
に
は
、
サ
ル
バ

ー
は

以
下

の
事

項
に

係
る

責
任

を
有

す
る

。
 

.1
 船

舶
の

状
態
及
び
サ
ル
ベ
ー
ジ
作
業
の
進
展
に
つ

い
て

権
限

あ
る

当
局

に
十

分
に

連
絡

を
す

る
こ

と
。

 
.2

 あ
ら

ゆ
る
適
切
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
に
よ
り
、
船

舶
及

び
人

命
の

安
全

並
び

に
海

洋
環

境
の

保
護

の
確

保
を

図
る

こ
と
。

 
.3

 サ
ル

ベ
ー
ジ
作
業
を
開
始
す
る
前
に
作
業
に
係
る
承

認
を

得
る

た
め

に
、
当

面
の

予
定

を
示

す
サ

ル
ベ

ー

ジ
計

画
の

概
要
を
権
限
あ
る
当
局
に
提
出
す
る
こ
と

(詳
細

計
画

は
後

に
提

出
)。

 
.4

 緊
急

対
応
サ
ー
ビ
ス

(E
RS

)が
得
ら
れ
る
場
合

に
は
、
サ

ル
バ

ー
は

船
級

協
会

に
対

し
船

舶
の

最
新

の
状

態
に

係
る

情
報
を
提
供
す
る
た
め
に
、
船
級
協
会
と
直

接
連

絡
を

行
う

。
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2.
3 

避
難

場
所

要
請
－
プ
ロ
セ
ス

 
 

避
難

場
所

に
係
る
公
式
の
要
請
を
行
う
た
め
に
船
舶
に

責
任

を
有

す
る

者
に

よ
る

決
定

が
行

わ
れ

た
場

合
に

は
、
権

限
あ

る
当
局
の
決
定
権
限
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ

と
な

く
、
以

下
の

プ
ロ

セ
ス

で
進

め
る

べ
き

で
あ

る
。 

EU
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
4.

1
プ

ロ
セ

ス
と

同
趣

旨
を

提
案

す
る

。
 

.1
 正

式
要

請
は
様
式
－

A(
セ
ク
シ
ョ
ン
－

2の
付
録
－

2)
に

記
載

す
る

情
報

を
含

む
べ

き
で

あ
り

、
電

子
的

送
信

シ
ス

テ
ム
を
通
じ
文
書
で
実
施
さ
れ
る
べ
き
で
あ

る
。

地
域

の
法

令
に

従
う

た
め

に
権

限
あ

る
当

局
が

求
め

る
可

能
性
の
あ
る
そ
の
他

の
情
報

(例
：
積
荷
目
録

、
積

載
計

画
)及

び
サ

ル
ベ

ー
ジ

計
画

の
概

要
に

つ

い
て

も
、

様
式
－

Aと
共
に
送
付
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る

。
 

EU
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
4.

2
避

難
場

所
正

式
要

請
様

式
と

同
趣

旨
を
提

案
す

る
。

 

 
.2

 避
難

場
所
に
係
る
正
式
要
請
は
、
権
限
あ
る
当
局
と

し
て

の
沿

岸
国

、
又

は
、
適

当
な

場
合

に
は

指
定

さ

れ
た

M
AS

／
M

R
C

C
に

対
し
、
利
用
可
能
な
最
速
の

方
法

を
利

用
し

、
船

長
に

よ
り

送
信

さ
れ

る
べ

き
で

あ
る

。
 

EU
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
4.

1.
4
加
盟
国

に
対

す
る

避
難

場
所

要
請

の
通
知

及
び

協
力

と
同

趣
旨

を
提

案
す

る
。

 
.3

 避
難

場
所
に
係
る
正
式
要
請
は
、
以
下
の
者
に
よ

っ
て

も
実

施
さ

れ
る

。
 

－
 船

舶
の
運
航
者
／
陸
上
に
所
在
す
る
会
社
の
指
定
さ

れ
た

者
(D

PA
：

D
es

ig
na

te
d 

Pe
rs

on
 A

sh
or

e)
／

契
約

し
た
サ
ル
バ
ー
。
及
び

 
－

 そ
の

時
点
で
船
舶
に
対
す
る
責
任
を
有
し
、
国
内
法

令
で

認
め

ら
れ

る
そ

の
他

の
者

 

EU
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
4.

1.
4
加
盟
国

に
対

す
る

避
難

場
所

要
請

の
通
知

及
び

協
力

と
同

内
容

を
提

案
す

る
。

 
.4

 極
端

な
状
況
に
な
い
限
り
、
正
式
要
請
は
、
国
の
コ

ン
タ

ク
ト

ポ
イ

ン
ト

(M
AS

又
は

M
RC

C)
を

通
じ

、

一
人

の
権

限
あ
る
当
局
に
対
し
て
の
み
実
施
さ
れ
、

M
AS

／
M

RC
C
及

び
権

限
あ

る
当

局
と

合
意

が
な

さ

れ
た

場
合

を
除
き
、
港
湾
に
対
し
直
接
的
に
行
わ
れ
る

べ
き

で
は

な
い

。
権

限
あ

る
当

局
は

常
に

、
第

三
者

の
関

与
の

有
無
に
つ
い
て
知
ら
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

 

EU
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
4.

1.
4
加
盟
国

に
対

す
る

避
難

場
所

要
請

の
通
知

及
び

協
力

と
同

内
容

を
提

案
す

る
。

 
.5

 他
の

権
限
あ
る
当
局
又
は

M
AS

／
M

RC
C
に

対
す

る
同

時
の

要
請

は
、

避
け

る
べ

き
で

あ
る

。
 

EU
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
4.

1.
4
加
盟
国

に
対

す
る

避
難

場
所

要
請

の
通
知

及
び

協
力

と
同

内
容

を
提

案
す

る
。

 
2.

4 
対

応
措

置
 

 
2.

4.
1 

沿
岸

国
の

事
前
の
承
認
を
得
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、

必
要

と
さ

れ
る

場
合

に
は

、
船

長
及

び
関

係
船

会
社

は
、

必
要

な
対
応
措
置
を
執
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
ら

は
、

サ
ル

ベ
ー

ジ
若

し
く

は
曳

航
契

約
の

締
結

又
は

船
舶

の
状

況
に
対
処
す
る
た
め
の
他
の
措
置
に
係
る
準
備

で
あ

る
。
接

近
を

認
め

る
場

合
に

は
、
沿

岸
国

は
、

船
長

及
び

／
又
は
サ
ル
バ
ー
が
従
う
べ
き
追
加
的
又
は

異
な

る
措

置
を

策
定

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

現
行

IM
O
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
2.

7
を

ベ
ー

ス
に

下
線

部
の

修
正

を
行
っ

て
い

る
。

 

.2
 (状

況
発
生
時
の
船
長
の
最
大
の
能
力
及
び
知
識
に
よ

り
)リ

ス
ク

、
脅

威
及

び
特

定
さ

れ
た

危
険

性
の

分

析
を

実
施

す
る
こ
と
。
こ
れ
は
特
に
次
の
事

項
に
つ
い
て

検
討

を
行

う
。

 
―

火
災

 
―

爆
発

 
―

船
舶

に
対
す
る
損
害

(機
械
的
及
び
／
又
は
船
体
損

傷
を

含
む

) 
―

衝
突

 
―

汚
染

 
―

船
舶

の
安
定
性
の
阻
害

 
―

座
礁

 

提
案

す
る

。
 

 
.3

 セ
ク

シ
ョ
ン
－

2の
付
録

－
1(
リ
ス
ク
分
析
フ
ァ
ク
タ

ー
[略

])に
基

づ
き

、
船

舶
が

以
下

の
行

動
を

と
る

場
合

の
事

故
の
影
響
の
可
能
性
を
予
測
す
る
こ
と
。

 
－

船
舶

が
同
様
の
状
況
に
留
ま
る

。
 

－
船

舶
が
航
海
を
継
続
す
る

。
 

－
船

舶
が
避
難
場
所
に
到
達
す
る

。
又
は
、

 
－

船
舶

を
沖
出
し
す
る

。
 

現
行

IM
O
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
2.

2
を

ベ
ー

ス
に

EU
ガ

イ
ド

ラ
イ
ン

1.
2.

1
船

長
と

同
趣

旨
を
提
案
す

る
。

 

.4
 発

生
し

た
状
況
に
伴
う
危
険
を
克
服
す
る
た
め
に

沿
岸

国
か

ら
必

要
と

さ
れ

る
支

援
を

特
定

す
る

こ
と

(セ
ク

シ
ョ

ン
－

2の
付
録
－

2[
略

]を
参
照

) 
.5

 船
上

で
の
緊
急
対
応
サ
ー
ビ
ス
の
有
無
及
び
権
限
あ

る
当

局
に

利
用

可
能

な
情

報
を

通
報

す
る

こ
と

。
 

.6
 事

故
状

況
の
影
響
を
最
小
化
す
る
た
め
に
関
係
す

る
対

応
措

置
を

実
施

す
る

こ
と

。
 

EU
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
1.

2.
1
船
長
と

同
趣

旨
を

提
案

す
る

。
 

2.
2 

サ
ル

バ
ー

 
EU

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

1.
2.

5
サ
ル
バ

ー
と

同
内

容
を

提
案

す
る

。
 

船
長

が
そ

の
指
揮
権
を
委
譲
し
た
場
合
に
は
、
サ
ル
バ

ー
は

以
下

の
事

項
に

係
る

責
任

を
有

す
る

。
 

.1
 船

舶
の

状
態
及
び
サ
ル
ベ
ー
ジ
作
業
の
進
展
に
つ

い
て

権
限

あ
る

当
局

に
十

分
に

連
絡

を
す

る
こ

と
。

 
.2

 あ
ら

ゆ
る
適
切
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
に
よ
り
、
船

舶
及

び
人

命
の

安
全

並
び

に
海

洋
環

境
の

保
護

の
確

保
を

図
る

こ
と
。

 
.3

 サ
ル

ベ
ー
ジ
作
業
を
開
始
す
る
前
に
作
業
に
係
る
承

認
を

得
る

た
め

に
、
当

面
の

予
定

を
示

す
サ

ル
ベ

ー

ジ
計

画
の

概
要
を
権
限
あ
る
当
局
に
提
出
す
る
こ
と

(詳
細

計
画

は
後

に
提

出
)。

 
.4

 緊
急

対
応
サ
ー
ビ
ス

(E
RS

)が
得
ら
れ
る
場
合

に
は

、
サ

ル
バ

ー
は

船
級

協
会

に
対

し
船

舶
の

最
新

の
状

態
に

係
る

情
報
を
提
供
す
る
た
め
に
、
船
級
協
会
と
直

接
連

絡
を

行
う

。
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長
、
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社
、
必
要
と
さ
れ
る
場
合
に
は
サ
ル
バ
ー
は
、
下
記
パ
ラ
グ
ラ
フ

3.
7
に
記
述
す
る
沿
岸
国
の
意

思
決
定
プ
ロ
セ
ス
の
結
果
に
よ
る
実
行
上
の
要
件
に
従
う
べ
き
で
あ
る
。

 
現
行

IM
O
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

2.
8
と

同
内
容
を
提
案
す
る
。

 
N

CS
R7
－

EU
提
案
に
は
パ
ラ
グ

ラ
フ

3.
7
は
記
載
さ
れ
て
な
い
た

め
、
誤
記
の
可
能
性
あ
り
。

 
付
録
－

1 
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
要
因

[略
] 

現
行

IM
O
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
付
録

－
2：
避
難
場
所
提
供
に
関
係
す
る

リ
ス
ク
評
価
の
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
と
同
内
容
を
提
案
す
る
。

 
付
録
－

2 
様
式
－

A
避
難
場
所
正
式
要
請
様
式

[略
] 
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SC
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0－
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提
案
の
方
向
性

中
、

(5
)対
応
プ
ロ
セ
ス
・
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
及
び
報
告
手
続
、

EU
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
付
録
－

C
避

難
場
所
正
式
要
請
様
式
を
具
体
化

す
る
。

 
2.

5 
そ
の
他
の
関
係
者

 
 

2.
5.

1 
旗
国

[沿
岸
国
と
異
な
る
場
合

] 
船
舶
の
証
明
書
及
び
そ
の
他
の
関
係
書
類

(特
に
、
安
全
及
び
汚
染
防
止
に
関
す
る
も
の

)に
つ
い
て
特
別
の

必
要
性
が
あ
る
場
合
に
は
、
旗
国
は
権
限
あ
る
当
局
と
の
協
力
を
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
旗
国
は
ま
た
、

緊
急
対
応
サ
ー
ビ
ス
の
情
報
が
利
用
可
能
と
な
る
よ
う
促
進
す
る
べ
き
で
あ
る
。
権
限
あ
る
当
局

[沿
岸
国

]
は
、
旗
国
が
状
況
の
進
展
に
つ
い
て
認
識
す
る
よ
う
対
応
す
る
べ
き
で
あ
る
。
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ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

1.
2.

3旗
国
と

同
趣
旨
を
提
案
す
る
。

 

2.
5.

2 
船
級
協
会

 
情
報
収
集
及
び
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
段
階
に
お
い
て
あ
ら
ゆ
る
情
報
の
提
供
を
行
う
た
め
に
、
特
に
避

難
場
所
に
係
る
正
式
な
要
請
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
船
級
協
会
が
関
与
す
る
こ
と
を
強
く
勧
告
す
る
。
多

く
の
船
級
協
会
は
、
緊
急
対
応
サ
ー
ビ
ス
を
策
定
し
て
い
る
。
船
級
協
会
は
、
乗
組
員
、
サ
ル
バ
ー
又
は
権

限
あ
る
当
局
に
対
し
、
損
傷
に
関
係
す
る
安
定
性
及
び
残
存
強
度
等
に
関
す
る
情
報
を
提
供
可
能
で
あ
る
。

初
期
の
重
要
な
段
階
か
ら
修
繕
段
階
に
至
る
ま
で
緊
急
対
応
サ
ー
ビ
ス
は
、
事
故
状
況
の
技
術
的
側
面
を
評

価
し
、
懸
念
及
び
船
長
／
サ
ル
バ
ー
及
び
／
又
は
権
限
あ
る
当
局
に
対
す
る
支
援
に
係
る
可
能
な
措
置
を
特

EU
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

1.
2.

4船
級
協

会
と
同
趣
旨
を
提
案
す
る
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定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
支
援
を
提
供
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

 
2.

5.
3 

緊
急
対
応
サ
ー
ビ
ス

 
船
舶
が
陸
上
の
緊
急
対
応
サ
ー
ビ
ス
に
登
録
さ
れ
た
場
合
に
は
、
本
サ
ー
ビ
ス
は
船
舶
の
損
傷
状
態
の
ア
セ

ス
メ
ン
ト
を
実
施
す
る
た
め
に
発
動
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
緊
急
対
応
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
可
能
性
に
つ
い
て
、

船
長
又
は
運
航
者
に
よ
り
権
限
あ
る
当
局
に
対
し
、
可
及
的
速
や
か
に
通
知
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
権
限
あ

る
当
局
は
、
必
要
と
思
料
さ
れ
る
全
て
の
情
報

(特
に
、
緊
急
対
応
サ
ー
ビ
ス
報
告
書
及
び
／
又
は
支
援
情
報
、

提
供
可
能
な
場
合
に
は
積
荷
目
録
等

)に
ア
ク
セ
ス
す
る
べ
き
で
あ
る
。
国
際
船
級
協
会

(IA
CS
：

In
te

rn
at

io
na

l A
ss

oc
ia

tio
n 

of
 C

la
ss

ifi
ca

tio
n 

So
ci

et
ie

s)
は
、
緊
急
対
応
サ
ー
ビ
ス
が
船
長
に
対
し
、

ま
た
、
船
長
又
は
運
航
者
の
要
請
を
踏
ま
え
そ
の
他
の
当
局
に
対
し
、
迅
速
に
技
術
的
情
報
を
提
供
す
る
こ

と
を
勧
告
す
る
。
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保
険
者

 
PI

(P
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ct
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In
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m
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)保
険
は
、
乗
組
員
、
乗
客
及
び
そ
の
他
の
乗
船
者
に
係
る
人
的
傷
害
、

積
荷
損
失
・
損
害
、
油
汚
染
、
船
体
撤
去
及
び
ド
ッ
ク
損
害
に
係
る
広
範
囲
の
責
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を
対
象
と
す
る
。
一
般

的
に
、

PI
ク
ラ
ブ
は
ま
た
、
そ
の
メ
ン
バ
ー
に
対
し
保
険
請
求
、
法
的
問
題
及
び
損
害
防
止
に
係
る
幅
広
い

業
務
を
提
供
し
、
し
ば
し
ば
事
故
の
管
理
に
つ
い
て
主
導
的
な
役
割
を
実
施
す
る
。
こ
の
た
め
、

PI
ク
ラ
ブ

は
船
舶
運
航
者
か
ら
の
関
連
情
報
の
収
集
に
関
し
て
有
効
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
事
故
対
応
の
間
に
お
い
て
は
、

可
能
な
限
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早
期
に

PI
ク
ラ
ブ
と
の
連
絡
設
定
を
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
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事
故
発
生
時
、

PI
ク
ラ
ブ

は
、
要
支
援
船
舶
の
収
容
に
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に
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生
す
る
可
能
性
の
あ
る
損
害
又
は
損
失
の
補
償
を
含
む
金
銭
的

保
証
を
提
供
す
る
よ
う
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め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
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舶
保
険
は
、
船
体
、
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械
及
び
装
置
に
対
す
る
損
害
を
カ
バ
ー
す
る
。
こ
れ
は
通
常
、

2
件
以
上
の
保
険

業
者
が
保
険
の
引
き
受
け
を
行
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。
こ
の
た
め
、
サ
ル
ベ
ー
ジ
作
業
実
施
の
間
、
す
べ
て
の
保
険
者
を
代
表

し
て
活
動
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
主
導
的
役
割
を
有
す
る
船
舶
保
険
者
の
詳
細
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連
絡
先
を
入
手
す
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こ

と
で
十
分
で
あ
る
。
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異
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合
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明
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及
び
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他
の
関
係
書
類
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に
、
安
全
及
び
汚
染
防
止
に
関
す
る
も
の
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つ
い
て
特
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の

必
要
性
が
あ
る
場
合
に
は
、
旗
国
は
権
限
あ
る
当
局
と
の
協
力
を
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
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国
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ま
た
、
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対
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サ
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ビ
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の
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が
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能
と
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よ
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進
す
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で
あ
る
。
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局
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岸
国
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は
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が
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集
及
び
リ
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ス
メ
ン
ト
の
段
階
に
お
い
て
あ
ら
ゆ
る
情
報
の
提
供
を
行
う
た
め
に
、
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に
避

難
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所
に
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る
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式
な
要
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が
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れ
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合
に
は
、
船
級
協
会
が
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す
る
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と
を
強
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勧
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す
る
。
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の
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級
協
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は
、
緊
急
対
応
サ
ー
ビ
ス
を
策
定
し
て
い
る
。
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級
協
会
は
、
乗
組
員
、
サ
ル
バ
ー
又
は
権

限
あ
る
当
局
に
対
し
、
損
傷
に
関
係
す
る
安
定
性
及
び
残
存
強
度
等
に
関
す
る
情
報
を
提
供
可
能
で
あ
る
。
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期
の
重
要
な
段
階
か
ら
修
繕
段
階
に
至
る
ま
で
緊
急
対
応
サ
ー
ビ
ス
は
、
事
故
状
況
の
技
術
的
側
面
を
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価
し
、
懸
念
及
び
船
長
／
サ
ル
バ
ー
及
び
／
又
は
権
限
あ
る
当
局
に
対
す
る
支
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に
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る
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な
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置
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－
特

に
港

湾
が
居
住
地
域
に
近
接
す
る
場
合
に
は
、
安

全
及

び
／

又
は

人
の

健
康

に
対

す
る

リ
ス

ク
。

及
び

 
－

港
湾

オ
ペ

レ
ー
シ
ョ
ン
の
技
術
的
側
面
の
検
討

(例
：
長

期
間

の
オ

ペ
レ

ー
シ

ョ
ン

の
混

乱
、
船

舶
差

し
止

め
、

航
路

を
通
じ
た
ア
ク
セ
ス
制
限
、
施
設
に
対
す
る

損
害

の
リ

ス
ク

の
可

能
性

に
係

る
ア

セ
ス

メ
ン

ト
) 

2.
5.

6 
会

社
／

運
航

者
は
以
下
の
事
項
を
実
施
す
る
。

 
－

船
長

が
船

上
の
状
況
の
管
理
を
可
能
と
す
る
観
点
か

ら
、

何
ら

か
の

理
由

に
よ

り
、

又
は

、
船

長
に

対
す

る
情

報
の

要
請
を
軽
減
す
る
た
め
に
、
権
限
あ
る
当
局

／
M

AS
が

求
め

る
あ

ら
ゆ

る
情

報
に

関
係

す
る

コ
ン

タ
ク

ト
ポ

イ
ン
ト
の
提
供
。

 
－

事
故

状
況

へ
の
対
応
の
間
、
又
は
、
そ
の
後
要
請
さ

れ
た

場
合

に
お

い
て

権
限

あ
る

当
局

／
M

AS
の

支
援

 
－

権
限

あ
る

当
局
及
び
船
級
協
会
の
間
の
緊
急
対
応
サ

ー
ビ

ス
に

係
る

情
報

提
供

の
調

整
 

 

ｾ
ｸ
ｼ
ｮ
ﾝ

3 
沿

岸
国

に
期

待
さ
れ
る

[求
め
ら
れ
る

]行
動

 
 

 
船

舶
が

避
難

場
所
の
要
請
に
係
る
支
援
を
必
要
と
す
る

場
合

に
は

、
避

難
場

所
へ

の
船

舶
の

収
容

に
係

る
決

定
を

行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
た
め
各
沿
岸
国

は
避

難
場

所
の

提
供

能
力

の
評

価
を

行
う

べ
き

で
あ

る
。

こ
れ

は
特
に
船
舶
若
し
く
は
環
境
に
対
す
る
損
失

を
生

じ
、

又
は

、
航

行
障

害
を

惹
起

す
る

可
能

性
の

あ
る

場
合

に
は
、
重
要
で
あ
る
。

 

EU
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
Pr

ef
ac

e、
Ba

ck
gr

ou
nd

、
1.

1
加

盟
国
の
責

任
、

第
3
章

避
難

場
所

調
整
冒
頭

規
定

及
び

4.
2
避

難
場

所
正

式
要

請
と

同
趣

旨
を

提
案

す
る

。
 

3.
1 

権
限

あ
る

当
局

 
M

SC
10

0－
EU

提
案

の
方

向
性

中
、

(3
)国

の
1
つ

の
権

限
あ
る
当

局
の

指
定

を
具

体
化

す
る

。
 

3.
1.

1 
船

舶
が

避
難

場
所
の
要
請
に
係
る
支
援
を
必
要
と
す
る

場
合

に
は

、
沿

岸
国

の
当

局
に

連
絡

が
可

能
な

体
制

に
あ

る
こ

と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
当
局
は
、
沿
岸

国
の

内
部

機
構

を
踏

ま
え

た
も

の
で

あ
り

、
要

支
援

船

舶
の

避
難

場
所
へ
の
収
容
に
関
す
る
独
立
し
た
決
定
を

行
う

た
め

に
関

連
す

る
専

門
性

及
び

必
要

な
権

限
を

有
す

る
も

の
で
あ
る
。

 

EU
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン

Ba
ck

gr
ou

nd
、

1.
1
加

盟
国
の
責

任
、

1.
1.

1
加

盟
国

の
権
限

あ
る
当

局
、
船

舶
通

航
監

視
指

令
第

20
条

(要
支

援
船

舶
の

収
容

に
関
す
る

権
限

あ
る

当
局

)1
と

同
趣

旨
を
提

案
す

る
。

 
3.

1.
2 

こ
の

た
め

、
沿
岸
国
は

1
人
の
権
限
あ
る
当
局
を
任
命
す

る
べ

き
で

あ
る

。
権

限
あ

る
当

局
は

、
避

難
場

所

の
要

請
に

係
る
支
援
を
必
要
と
す
る
船
舶
の
収
容
に
関

し
、

自
身

の
判

断
で

独
立

し
た

決
定

を
行

う
た

め
に

関
連

す
る

専
門
性
及
び
必
要
な
権
限
を
有
す
る
べ
き
で

あ
る

。
 

EU
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン

Ba
ck

gr
ou

nd
、

1.
1
加

盟
国
の
責

任
、

1.
1.

1
加

盟
国

の
権
限
あ
る
当
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局
、
船
舶
通
航
監
視
指
令
第

20
条

(要
支
援
船
舶
の
収
容
に
関
す
る

権
限
あ
る
当
局

)1
と
同
趣
旨
を
提

案
す
る
。

 
3.

1.
3 

沿
岸
国
は

M
AS
を
設
定
、
維
持
す
る
べ
き
で
あ
る
。
及
び
／
又
は
、
適
当
な
場
合
に
は
、

M
AS
に
近
隣
国

と
の
共
同
の
業
務
に
係
る
必
要
な
調
整
を
実
施
さ
せ
る
。

 
 

3.
1.

4 
沿
岸
国
は
、
権
限
あ
る
当
局
及
び

M
AS
／

M
RC

C
の
名
称
及
び
詳
細
な
連
絡
先
を
利
用
可
能
と
す
る
べ
き

で
あ
る
。

 
 

3.
2 

避
難
場
所
の
要
請
に
係
る
要
支
援
船
舶
の
収
容
計
画

 
 

3.
2.

1 
国
際
法
に
基
づ
き
、
沿
岸
国
は
、
船
長
又
は
会
社
に
対
し
、
リ
ス
ク
又
は
危
険
を
軽
減
す
る
た
め
に
、
指
示

す
る
期
限
内
に
適
切
な
行
動
を
執
る
こ
と
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
従
わ
な
い
場
合
又
は
緊
急

時
に
お
い
て
は
、
沿
岸
国
は
、
沿
岸
国
は
危
険
性
に
対
処
す
る
た
め
の
適
切
な
措
置
を
実
施
す
る
権
限
を
有

す
る
。

 

現
行

IM
O
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

3.
1
を

ベ
ー
ス
に
下
線
部
の
修
正
を
行
っ

て
い
る
。

 

3.
2.

2 
こ
の
た
め
、
現
実
的
に
損
害
や
汚
染
が
発
生
し
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
沿
岸
国
は
こ
の
よ
う
な
事
態

に
対
応
す
る
た
め
の
明
確
な
手
続
き
を
含
む
計
画
を
策
定
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

 
現
行

IM
O
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

3.
2
を

ベ
ー
ス
に
下
線
部
の
修
正
を
行
っ

て
い
る
。

 
3.

2.
3 

沿
岸
国
は
、
管
轄
水
域
内
に
お
い
て
要
支
援
船
舶
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
る
リ
ス
ク
に
対
応
す
る
た
め
に
船
舶

の
収
容
に
係
る

IM
O
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
従
う
計
画
及
び
手
続
き
を
策
定
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
権
限

あ
る
当
局
は
、
本
計
画
の
策
定
及
び
実
施
に
関
与
す
る
べ
き
で
あ
る
。

 

船
舶
通
航
監
視
指
令
第

20
a条

(要
支
援
船
舶
収
容
に
関
す
る
計
画

)1
と
同
趣
旨
を
提
案
す
る
。

 
3.

2.
4 

計
画
に
は
、
事
故
状
況
を
警
戒
し
、
対
応
す
る
た
め
の
意
思
決
定
系
統
を
正
確
に
記
載
す
る
べ
き
で
あ
る
。

関
係
す
る
当
局
及
び
当
局
の
特
定
の
任
務
／
権
限
、
関
係
当
局
間
の
連
絡
手
段
は
明
確
に
記
載
す
る
べ
き
で

あ
る
。
適
用
さ
れ
る
手
続
き
に
よ
り
、
特
別
の
海
事
に
関
す
る
専
門
性
及
び
権
限
あ
る
当
局
に
最
大
限
利
用

可
能
な
情
報
に
基
づ
き
、
適
切
な
決
定
が
迅
速
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
べ
き
で
あ
る
。

 

関
係
当
局
間
の
連
絡
手
段
に
つ
い

て
は
、
船
舶
通
航
監
視
指
令
第

20
a
条

(要
支
援
船
舶
収
容
に
関
す

る
計
画

)3
と
同
趣
旨
を
提
案
す

る
。

 
3.

2.
5 

計
画
を
策
定
す
る
際
に
は
、
沿
岸
国
は
、
権
限
あ
る
当
局
が
要
支
援
船
舶
の
収
容
に
係
る
最
も
適
切
な
場
所

を
明
確
か
つ
迅
速
に
特
定
で
き
る
よ
う
、
避
難
場
所
の
候
補
域
に
関
す
る
情
報
を
収
集
す
る
べ
き
で
あ
る
。

保
護
水
域
、
港
又
は
そ
の
他
の
適
当
な
場
所
が
候
補
域
と
な
り
得
る
。
状
況
に
よ
る
も
の
の
、
あ
る
国
の
沿

岸
域
全
体
に
沿
う
あ
ら
ゆ
る
適
切
な
場
所
も
候
補
域
と
な
り
得
る
。

 

 

－
特

に
港

湾
が
居
住
地
域
に
近
接
す
る
場
合
に
は
、
安

全
及

び
／

又
は

人
の

健
康

に
対

す
る

リ
ス

ク
。

及
び

 
－

港
湾

オ
ペ

レ
ー
シ
ョ
ン
の
技
術
的
側
面
の
検
討

(例
：
長

期
間

の
オ

ペ
レ

ー
シ

ョ
ン

の
混

乱
、
船

舶
差

し
止

め
、

航
路

を
通
じ
た
ア
ク
セ
ス
制
限
、
施
設
に
対
す
る

損
害

の
リ

ス
ク

の
可

能
性

に
係

る
ア

セ
ス

メ
ン

ト
) 

2.
5.

6 
会

社
／

運
航

者
は
以
下
の
事
項
を
実
施
す
る
。

 
－

船
長

が
船

上
の
状
況
の
管
理
を
可
能
と
す
る
観
点
か

ら
、

何
ら

か
の

理
由

に
よ

り
、

又
は

、
船

長
に

対
す

る
情

報
の

要
請
を
軽
減
す
る
た
め
に
、
権
限
あ
る
当
局

／
M

AS
が

求
め

る
あ

ら
ゆ

る
情

報
に

関
係

す
る

コ
ン

タ
ク

ト
ポ

イ
ン
ト
の
提
供
。

 
－

事
故

状
況

へ
の
対
応
の
間
、
又
は
、
そ
の
後
要
請
さ

れ
た

場
合

に
お

い
て

権
限

あ
る

当
局

／
M

AS
の

支
援

 
－

権
限

あ
る

当
局
及
び
船
級
協
会
の
間
の
緊
急
対
応
サ

ー
ビ

ス
に

係
る

情
報

提
供

の
調

整
 

 

ｾ
ｸ
ｼ
ｮ
ﾝ

3 
沿

岸
国

に
期

待
さ
れ
る

[求
め
ら
れ
る

]行
動

 
 

 
船

舶
が

避
難

場
所
の
要
請
に
係
る
支
援
を
必
要
と
す
る

場
合

に
は

、
避

難
場

所
へ

の
船

舶
の

収
容

に
係

る
決

定
を

行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
た
め
各
沿
岸
国

は
避

難
場

所
の

提
供

能
力

の
評

価
を

行
う

べ
き

で
あ

る
。

こ
れ

は
特
に
船
舶
若
し
く
は
環
境
に
対
す
る
損
失

を
生

じ
、

又
は

、
航

行
障

害
を

惹
起

す
る

可
能

性
の

あ
る

場
合

に
は
、
重
要
で
あ
る
。

 

EU
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
Pr

ef
ac

e、
Ba

ck
gr

ou
nd

、
1.

1
加

盟
国
の
責

任
、

第
3
章

避
難

場
所

調
整
冒
頭

規
定

及
び

4.
2
避

難
場

所
正

式
要

請
と

同
趣

旨
を

提
案

す
る

。
 

3.
1 

権
限

あ
る

当
局

 
M

SC
10

0－
EU

提
案

の
方

向
性

中
、

(3
)国

の
1
つ

の
権

限
あ
る
当

局
の

指
定
を

具
体

化
す

る
。

 
3.

1.
1 

船
舶

が
避

難
場
所
の
要
請
に
係
る
支
援
を
必
要
と
す
る

場
合

に
は

、
沿

岸
国

の
当

局
に

連
絡

が
可

能
な

体
制

に
あ

る
こ

と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
当
局
は
、
沿
岸

国
の

内
部

機
構

を
踏

ま
え

た
も

の
で

あ
り

、
要

支
援

船

舶
の

避
難

場
所
へ
の
収
容
に
関
す
る
独
立
し
た
決
定
を

行
う

た
め

に
関

連
す

る
専

門
性

及
び

必
要

な
権

限
を

有
す

る
も

の
で
あ
る
。

 

EU
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン

Ba
ck

gr
ou

nd
、

1.
1
加

盟
国
の
責

任
、

1.
1.

1
加

盟
国

の
権
限
あ
る
当

局
、
船

舶
通

航
監

視
指

令
第

20
条

(要
支

援
船

舶
の

収
容

に
関
す
る

権
限

あ
る

当
局

)1
と

同
趣
旨
を
提

案
す

る
。

 
3.

1.
2 

こ
の

た
め

、
沿
岸
国
は

1
人
の
権
限
あ
る
当
局
を
任
命
す

る
べ

き
で

あ
る

。
権

限
あ

る
当

局
は

、
避

難
場

所

の
要

請
に

係
る
支
援
を
必
要
と
す
る
船
舶
の
収
容
に
関

し
、

自
身

の
判

断
で

独
立

し
た

決
定

を
行

う
た

め
に

関
連

す
る

専
門
性
及
び
必
要
な
権
限
を
有
す
る
べ
き
で

あ
る

。
 

EU
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン

Ba
ck

gr
ou

nd
、

1.
1
加

盟
国
の
責

任
、

1.
1.

1
加

盟
国

の
権
限
あ
る
当
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3.
2.

6 
避
難
場
所
の
候
補
域
に
係
る
情
報
に
は
、
そ
の
場
所
の
特
徴
、
要
支
援
船
舶
の
収
容
に
利
用
可
能
と
な
る
設

備
及
び
施
設
に
関
す
る
も
の
を
含
む
べ
き
で
あ
る
。

 
 

3.
2.

7 
沿
岸
国
は
、
支
援
の
要
請
へ
の
対
応
及
び
適
当
な
場
合
に
は
適
切
な
避
難
場
所
の
使
用
に
係
る
承
認
に
つ
い

て
IM

O
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
合
致
す
べ
き
国
際
的
及
び
地
域
的
調
整
並
び
に
意
思
決
定
に
係
る
手
続
き
又
は

協
定
に
つ
い
て
も
策
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
た
め
、
他
の
隣
接
国
及
び
対
応
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
に

関
与
す
る
す
べ
て
の
関
係
者
に
係
る
避
難
場
所
に
関
す
る
情
報
の
利
用
可
能
性
を
考
慮
す
る
こ
と
と
な
る
。

 

 

3.
2.

8 
セ
ク
シ
ョ
ン
－

3
の
付
録
－

1
は
、
計
画
に
記
載
す
る
事
項
の
例
を
整
理
す
る
。

 
 

付
録
－

1 
避
難
場
所
に
関
す
る
計
画

 
パ
ラ
グ
ラ
フ

3.
2
に
規
定
す
る
計
画
は
、
関
係
者
の
協
議
を
踏
ま
え
て
準
備
が
行
わ
れ
、
少
な
く
と
も
以
下

の
事
項
を
含
む
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
.1
警
報
を
受
信
し
、
こ
れ
に
対
処
す
る
責
任
を
有
す
る
当
局
の
名
称
等

 
.2
状
況
を
評
価
し
、
避
難
場
所
へ
の
要
支
援
船
舶
の
受
入
又
は
拒
否
を
判
断
す
る
権
限
あ
る
当
局
の
名
称

等
 

.3
国
の
沿
岸
線
に
関
す
る
情
報
並
び
に
避
難
場
所
に
関
す
る
事
前
の
評
価
及
び
迅
速
な
決
定
を
促
進
す
る

す
べ
て
の
要
素

(環
境
、
経
済
及
び
社
会
的
要
素
並
び
に
自
然
条
件
の
記
述
を
含
む

) 
.4
要
支
援
船
舶
の
避
難
場
所
へ
の
受
入
又
は
拒
否
に
係
る
評
価
手
続

 
.5
支
援
、
救
助
及
び
汚
染
対
応
に
適
す
る
資
源
及
び
施
設

 
.6
国
際
的
な
調
整
及
び
意
思
決
定
に
係
る
手
続

(セ
ク
シ
ョ
ン
－

4
参
照

) 
.7
避
難
場
所
に
収
容
し
た
船
舶
に
係
る
金
銭
的
保
証
及
び
責
任
手
続

 

船
舶
通
航
監
視
指
令
第

20
a条

(要
支
援
船
舶
収
容
に
関
す
る
計
画

)2
と
同
内
容
を
提
案
す
る
。

 

3.
3 

避
難
場
所
の
ア
セ
ス
メ
ン
ト
－
包
括
的
ア
セ
ス
メ
ン
ト

 
 

 
権
限
あ
る
当
局
は
、
必
要
な
場
合
に
は
港
湾
当
局
、
タ
ー
ミ
ナ
ル
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
と
協
議
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の

避
難
場
所
の
要
請
に
関
し
、
要
支
援
船
舶
に
つ
い
て
避
難
場
所
に
収
容
す
る
メ
リ
ッ
ト
及
び
デ
メ
リ
ッ
ト
に

関
す
る
客
観
的
分
析
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
セ
ク
シ
ョ
ン
－

2
の
付
録
－

1
に
記
載
す
る
リ
ス

ク
分
析
要
素
を
考
慮
す
る
も
の
と
す
る
。

 

現
行

IM
O
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

3.
5
を

ベ
ー
ス
に
下
線
部
の
修
正
を
行
っ

て
い
る
。

 

3.
4 

事
案
に
特
有
の
ア
セ
ス
メ
ン
ト

 
 

3.
4.

1 
専
門
家
分
析
／
検
査

 
分
析
又
は
検
査
は
、
船
舶
が
海
上
に
留
ま
る
場
合
の
リ
ス
ク
と
船
舶
が
避
難
場
所
及
び
そ
の
環
境
に
及
ぼ
す

リ
ス
ク
と
の
比
較
を
含
む
べ
き
で
あ
る
。
本
分
析
に
は
次
の
事
項
を
対
象
と
す
べ
き
で
あ
る
。

 

現
行

IM
O
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

3.
11

を
ベ
ー
ス
に
下
線
部
の
修
正
を
行

っ
て
い
る
。
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－
海
上
の
人
命
に
対
す
る
保
護

 
－

避
難
場
所
に
あ
る
者
並
び
に
産
業
及
び
都
市
環
境
に
対
す
る
安
全

(火
災
、
爆
発
、
有
毒
性
に
係
る
リ

ス
ク

) 
－

汚
染
の
リ
ス
ク

(特
に
環
境
敏
感
性
指
定
エ
リ
ア

) 
－

避
難
場
所
が
港
湾
で
あ
る
場
合
、
港
湾
機
能
の
混
乱
の
リ
ス
ク

(航
路
、
ド
ッ
ク
、
設
備
、
タ
ー
ミ
ナ

ル
等

) 
－

避
難
場
所
が
錨
泊
地
で
あ
る
場
合
、

[貨
物
等
の

]軽
減
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
実
施
可
能
性
及
び
潮
汐

に
つ
い
て
は
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
－

避
難
場
所
へ
の
入
域
が
拒
否
さ
れ
る
場
合
、
近
隣
国
に
対
す
る
影
響
を
含
む
結
果
の
推
定
、
及
び
、

 
－

分
析
を
実
施
す
る
場
合
、
要
支
援
船
舶
の
船
体
、
機
関
及
び
積
荷
の
保
存
、
航
海
に
対
す
る
リ
ス
ク

に
つ
い
て
、
適
切
に
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

 
3.

4.
2 

分
析
要
素

 
事
案
に
特
有
の
分
析
に
は
、
次
の
分
析
要
素
を
含
む
べ
き
で
あ
る
。

 
－

関
係
船
舶
の
堪
航
性
、
特
に
浮
力
、
安
定
性
、
推
進
器
及
び
発
電
機
の
利
用
可
能
性
、
着
桟
能
力
等

 
－

積
荷
、
貯
蔵
物
、
燃
料
油
、
特
に
危
険
物
の
性
質
及
び
状
態

 
－

避
難
場
所
へ
の
距
離
及
び
推
定
到
達
時
間

 
－

船
長

(首
席
航
海
士
の
よ
う
な
船
長
の
代
理

)の
在
船
の
有
無

 
－

船
舶
上
の
そ
の
他
の
乗
組
員
、
及
び
／
又
は
、
サ
ル
バ
ー
そ
の
他
乗
船
者
の
人
数
並
び
に
人
的
要
因

(疲
労
度
を
含
む

)の
評
価

 
－

要
支
援
船
舶
に
対
し
行
動
を
要
求
す
る
た
め
の
関
係
国
の
法
的
権
限

 
－

避
難
場
所
へ
の
入
域
の
た
め
の
沿
岸
国
／
サ
ル
バ
ー
の
提
案
に
対
す
る
船
長
及
び
船
会
社
の
同
意

 
－

必
要
と
さ
れ
る
場
合
に
は
、
金
銭
的
保
証
の
準
備

 
－

船
長
又
は
船
会
社
に
よ
り
締
結
さ
れ
た
商
業
的
サ
ル
ベ
ー
ジ
契
約

 
－

船
長
及
び
／
又
は
サ
ル
バ
ー
の
意
向
に
関
す
る
情
報

 
－

関
係
沿
岸
国
に
お
け
る
会
社
の
代
表
の
指
定

 
－

セ
ク
シ
ョ
ン
－

2の
付
録
－

1に
特
定
す
る
リ
ス
ク
評
価
要
素
、
及
び
、

 
－

既
に
執
ら
れ
た
あ
ら
ゆ
る
措
置

 

現
行

IM
O
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

3.
9
を

ベ
ー
ス
に
下
線
部
の
修
正
を
行
っ

て
い
る
。

 

3.
4.

3 
専
門
家
検
査

 
EU
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

5.
2
検
査
／

3.
2.

6 
避
難
場
所
の
候
補
域
に
係
る
情
報
に
は
、
そ
の
場
所
の
特
徴
、
要
支
援
船
舶
の
収
容
に
利
用
可
能
と
な
る
設

備
及
び
施
設
に
関
す
る
も
の
を
含
む
べ
き
で
あ
る
。

 
 

3.
2.

7 
沿
岸
国
は
、
支
援
の
要
請
へ
の
対
応
及
び
適
当
な
場
合
に
は
適
切
な
避
難
場
所
の
使
用
に
係
る
承
認
に
つ
い

て
IM

O
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
合
致
す
べ
き
国
際
的
及
び
地
域
的
調
整
並
び
に
意
思
決
定
に
係
る
手
続
き
又
は

協
定
に
つ
い
て
も
策
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
た
め
、
他
の
隣
接
国
及
び
対
応
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
に

関
与
す
る
す
べ
て
の
関
係
者
に
係
る
避
難
場
所
に
関
す
る
情
報
の
利
用
可
能
性
を
考
慮
す
る
こ
と
と
な
る
。

 

 

3.
2.

8 
セ
ク
シ
ョ
ン
－

3
の
付
録
－

1
は
、
計
画
に
記
載
す
る
事
項
の
例
を
整
理
す
る
。

 
 

付
録
－

1 
避
難
場
所
に
関
す
る
計
画

 
パ
ラ
グ
ラ
フ

3.
2
に
規
定
す
る
計
画
は
、
関
係
者
の
協
議
を
踏
ま
え
て
準
備
が
行
わ
れ
、
少
な
く
と
も
以
下

の
事
項
を
含
む
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
.1
警
報
を
受
信
し
、
こ
れ
に
対
処
す
る
責
任
を
有
す
る
当
局
の
名
称
等

 
.2
状
況
を
評
価
し
、
避
難
場
所
へ
の
要
支
援
船
舶
の
受
入
又
は
拒
否
を
判
断
す
る
権
限
あ
る
当
局
の
名
称

等
 

.3
国
の
沿
岸
線
に
関
す
る
情
報
並
び
に
避
難
場
所
に
関
す
る
事
前
の
評
価
及
び
迅
速
な
決
定
を
促
進
す
る

す
べ
て
の
要
素

(環
境
、
経
済
及
び
社
会
的
要
素
並
び
に
自
然
条
件
の
記
述
を
含
む

) 
.4
要
支
援
船
舶
の
避
難
場
所
へ
の
受
入
又
は
拒
否
に
係
る
評
価
手
続

 
.5
支
援
、
救
助
及
び
汚
染
対
応
に
適
す
る
資
源
及
び
施
設

 
.6
国
際
的
な
調
整
及
び
意
思
決
定
に
係
る
手
続

(セ
ク
シ
ョ
ン
－

4
参
照

) 
.7
避
難
場
所
に
収
容
し
た
船
舶
に
係
る
金
銭
的
保
証
及
び
責
任
手
続

 

船
舶
通
航
監
視
指
令
第

20
a条

(要
支
援
船
舶
収
容
に
関
す
る
計
画

)2
と
同
内
容
を
提
案
す
る
。

 

3.
3 

避
難
場
所
の
ア
セ
ス
メ
ン
ト
－
包
括
的
ア
セ
ス
メ
ン
ト

 
 

 
権
限
あ
る
当
局
は
、
必
要
な
場
合
に
は
港
湾
当
局
、
タ
ー
ミ
ナ
ル
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
と
協
議
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の

避
難
場
所
の
要
請
に
関
し
、
要
支
援
船
舶
に
つ
い
て
避
難
場
所
に
収
容
す
る
メ
リ
ッ
ト
及
び
デ
メ
リ
ッ
ト
に

関
す
る
客
観
的
分
析
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
セ
ク
シ
ョ
ン
－

2
の
付
録
－

1
に
記
載
す
る
リ
ス

ク
分
析
要
素
を
考
慮
す
る
も
の
と
す
る
。

 

現
行

IM
O
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

3.
5
を

ベ
ー
ス
に
下
線
部
の
修
正
を
行
っ

て
い
る
。

 

3.
4 

事
案
に
特
有
の
ア
セ
ス
メ
ン
ト

 
 

3.
4.

1 
専
門
家
分
析
／
検
査

 
分
析
又
は
検
査
は
、
船
舶
が
海
上
に
留
ま
る
場
合
の
リ
ス
ク
と
船
舶
が
避
難
場
所
及
び
そ
の
環
境
に
及
ぼ
す

リ
ス
ク
と
の
比
較
を
含
む
べ
き
で
あ
る
。
本
分
析
に
は
次
の
事
項
を
対
象
と
す
べ
き
で
あ
る
。

 

現
行

IM
O
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

3.
11

を
ベ
ー
ス
に
下
線
部
の
修
正
を
行

っ
て
い
る
。
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安
全

で
あ

り
、
か
つ
、
時
間
的
に
許
容
さ
れ
る
場
合
に
は

、
意

思
決

定
プ

ロ
セ

ス
[(例

：
分

析
要

素
)]を

支
援

す
る

評
価

デ
ー
タ
を
収
集
す
る
た
め
に
、
権

限
あ
る
当

局
が

指
定

す
る

検
査

チ
ー

ム
が

避
難

場
所

を
要

請
す

る
船

舶
に

乗
船
す
る
べ
き
で
あ
る
。
状
況
に
対
応
す
る

専
門

性
を

有
す

る
者

に
よ

り
構

成
さ

れ
る

チ
ー

ム
が

設
定

さ
れ

る
べ
き
で
あ
る
。

1
国
又
は
複
数
の
沿
岸
国
が

事
故

に
関

係
し

、
ま

た
、

他
の

関
係

者
が

関
与

す

る
可

能
性

が
あ
る
場
合
に
は
、
複
数
国
又
は
地
域
的
な

検
査

チ
ー

ム
の

構
成

設
定

が
検

討
さ

れ
る

べ
き

で
あ

る
。

避
難

場
所
の
要
請
を
受
け
る
沿
岸
国
の
権
限
あ
る

当
局

は
、

適
切

な
チ

ー
ム

メ
ン

バ
ー

を
選

択
し

、
ま

た
、

他
国

／
他
の
権
限
あ
る
当
局
の
か
ら
の
参
画
を
求

め
る

責
務

を
保

持
す

る
。

複
数

国
又

は
地

域
的

な
チ

ー
ム

の
構

成
設
定
を
行
う
場
合
に
は
、
検
査
チ
ー
ム
の

派
遣

に
遅

延
が

生
じ

な
い

こ
と

を
確

保
す

る
よ

う
、

適
切

に
考

慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

 

専
門

家
分

析
と

同
内

容
を

提
案
す

る
。

 

3.
5 

避
難

場
所

を
承
認
す
る
た
め

の
意
思
決
定
プ
ロ
セ
ス

 
 

3.
5.

1 
[…

に
規

定
す
る

]権
限
あ

る
当
局
は
、

[…
に
規
定
す

る
]計

画
及

び
専

門
家

分
析

／
検

査
に

基
づ

き
実

施
さ

れ

る
事

前
の

状
況
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
踏
ま
え
、
避
難
場
所

へ
の

船
舶

の
受

入
に

つ
い

て
決

定
す

る
べ

き
で

あ
る

。

権
限

あ
る

当
局
は
、
船
舶
の
避
難
場
所
へ
の
収
容
が
人

命
、

環
境

又
は

船
体

・
貨

物
の

保
護

の
た

め
に

最
善

の
行

動
と

考
え
る
場
合
に
は
、
船
舶
の
避
難
場
所
へ
の

収
容

が
承

認
さ

れ
る

こ
と

を
確

保
す

る
べ

き
で

あ
る

。
 

船
舶

通
航

監
視

指
令

第
20

b条
(船

舶
収

容
の

決
定

)と
同

内
容
を
提

案
す

る
。

 
船

舶
通

航
監

視
指

令
第

20
b
条
で

は
sh

al
lを

用
い

る
の

に
対
し
、

3.
5.

1
で

は
sh

ou
ld

を
用
い
て
い

る
。

 
権

限
あ

る
当
局
は
、
避
難
場
所
へ
の
入
域
の
承
認
が
要

請
さ

れ
た

場
合

に
は

こ
れ

を
認

め
る

義
務

は
生

じ
な

い
が

、
 

現
行

IM
O

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

3.
12

前
段

を
ベ

ー
ス

に
下

線
部

の
修
正

を
行

っ
て

い
る

。
 

あ
ら

ゆ
る

決
定
を
行
う
前
に
必
要
な
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ

ン
ト

及
び

／
又

は
訪

船
検

査
は

常
に

完
了

し
て

い
る

べ
き

で
あ

る
。
一
般
原
則
と
し
て
、
安
全
で
は
な
い
と

考
え

ら
れ

る
場

合
を

除
き

、
検

査
な

く
拒

否
す

る
べ

き
で

は
な

い
。

 

EU
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
6.

1.
2
避
難
場

所
を

承
認

し
な

い
決

定
と

同
内
容

を
提

案
す

る
。

 
権

限
あ

る
当
局
は
、
公
平
な
見
地
で
す
べ
て
の
要
素
及

び
リ

ス
ク

を
考

量
し

、
合

理
的

に
可

能
と

判
断

さ
れ

る
場

合
に

は
避
難
場
所
を
与
え
る
べ
き
で
あ
る
。

 
現

行
IM

O
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
3.

12
後

段
を

ベ
ー

ス
に

下
線

部
の

修
正

を
行

っ
て

い
る

。
 

3.
5.

2 
権

限
あ

る
当
局
は
、
船
舶
が
避
難
場
所
へ
の
収
容
に
関

係
し

て
発

生
す

る
費

用
及

び
損

害
を

適
せ

る
に

補
償

す
る

保
険

又
は
そ
の
他
の
金
銭
的
保
証
に
係
る
有
効
な

書
式

で
カ

バ
ー

さ
れ

て
い

る
か

を
確

認
す

る
こ

と
が

EU
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン

Ba
ck

gr
ou

nd
最

終
パ

ラ
グ
ラ
フ
、
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で
き
る
。
本
情
報
を
求
め
る
こ
と
に
よ
り
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
遅
延
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
保
険
又
は
金

銭
的
保
証
を
有
し
な
い
こ
と
に
よ
り
、
沿
岸
国
が
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
実
施
し
、
避
難
場
所
へ
の
船
舶

の
受
入
に
係
る
決
定
を
行
う
義
務
か
ら
免
除
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
避
難
場
所
の
提
供
に
係
る
要
請
を
受

領
す
る
国
は
、
商
業
的
、
金
銭
的
又
は
保
険
の
み
を
理
由
と
し
て
拒
否
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

 

6.
1.

2
避
難
場
所
を
承
認
し
な
い

決
定
、

7.
1
運
用
上
の
行
動
ポ
イ
ン

ト
と
同
趣
旨
を
提
案
す
る
。

 

3.
5.

3 
自
国
領
域
に
あ
る
避
難
場
所
を
承
認
す
る
国
の
決
定
は
、
速
や
か
に
す
べ
て
の
関
係
者
に
通
知
さ
れ
、
入
域

の
条
件
と
し
て
策
定
さ
れ
る
実
行
上
の
要
件
を
含
む
べ
き
で
あ
る
。

 
EU
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

6.
1.

1避
難
場

所
を
承
認
す
る
決
定
と
同
内
容
を

提
案
す
る
。

 
3.

5.
4 

意
思
決
定
を
行
う
に
際
し
各
国
は
独
立
性
を
有
し
て
い
る
も
の
の
、
権
限
あ
る
当
局
が
避
難
場
所
に
係
る
要

請
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
船
舶
所
有
者
／
運
航
者
に
対
し
決
定
が
な
さ
れ
た
根
拠
、

及
び
、
以
下
の
事
項
に
係
る
ア
セ
ス
メ
ン
ト
に
関
す
る
情
報
を
速
や
か
に
通
知
す
る
べ
き
で
あ
る
。

 
－
乗
船
者
の
安
全
及
び
陸
上
の
公
共
的
安
全
に
対
す
る
リ
ス
ク

 
－
環
境
敏
感
性

 
－
求
め
ら
れ
る
避
難
場
所
の
適
切
な
資
源
の
利
用
可
能
性
の
欠
如
、
並
び
に
、
船
舶
が
安
全
な
航
行
を
行
う

た
め
の
構
造
的
安
定
性
及
び
能
力
に
対
す
る
懸
念

 
－
そ
の
時
点
で
の
、
及
び
、
今
後
の
気
象
状
況
。
特
に
必
要
と
さ
れ
る
作
業
に
必
要
と
な
る
保
護
エ
リ
ア
の

欠
如

 
－
測
深
、
航
海
上
の
特
性
を
含
む
物
理
的
制
限
及
び
制
約

 
－
予
測
さ
れ
る
進
展
、
結
果
。
特
に
、
汚
染
、
火
災
、
危
険
物
及
び
爆
発
の
リ
ス
ク
。
及
び
、

 
－
そ
の
他
の
予
測
し
う
る
理
由

 

EU
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

6.
1.

2避
難
場

所
を
承
認
し
な
い
決
定
と
同
趣
旨

を
提
案
す
る
。

 

3.
5.

5 
地
域
協
定
が
適
用
さ
れ
る
状
況
に
お
い
て
は
、
同
じ
情
報
が
他
の
関
係
者
に
通
知
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
国

の
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
及
び
／
又
は
検
査
報
告
書
の
コ
ピ
ー
に
つ
い
て
も
、
適
当
な
場
合
に
は
、
地
域
協

定
を
通
じ
利
用
可
能
と
す
る
べ
き
で
あ
る
。

 

コ
ピ
ー
の
利
用
に
つ
い
て
は

EU
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

6.
1.

2
避
難
場
所

を
承
認
し
な
い
決
定
と
同
内
容
を

提
案
す
る
。

 
3.

5.
6 

沿
岸
国
の
措
置
は
、
会
社
又
は
そ
の
代
理
人
が
国
際
法
の
枠
組
み
内
に
お
い
て
、
海
岸
線
又
は
関
係
す
る
利

益
、
他
船
及
び
そ
の
乗
組
員
、
乗
船
者
の
安
全
、
陸
上
の
人
員
の
安
全
に
対
す
る
重
大
か
つ
急
迫
し
た
リ
ス

ク
を
防
止
し
、
軽
減
し
、
又
は
、
除
去
す
る
た
め
に
、
及
び
、
海
洋
環
境
を
保
護
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る

措
置
を
要
請
さ
れ
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

 
特
に
権
限
あ
る
当
局
は
、
以
下
の
事
項
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

現
行

IM
O
ガ
イ
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3.
14

を
ベ
ー
ス
に
下
線
部
の
修
正
を
行

っ
て
い
る
。

 

安
全

で
あ

り
、
か
つ
、
時
間
的
に
許
容
さ
れ
る
場
合
に
は

、
意

思
決

定
プ

ロ
セ

ス
[(例

：
分

析
要

素
)]を

支
援

す
る

評
価

デ
ー
タ
を
収
集
す
る
た
め
に
、
権

限
あ
る
当

局
が

指
定

す
る

検
査

チ
ー

ム
が

避
難

場
所

を
要

請
す

る
船

舶
に

乗
船
す
る
べ
き
で
あ
る
。
状
況
に
対
応
す
る

専
門

性
を

有
す

る
者

に
よ

り
構

成
さ

れ
る

チ
ー

ム
が

設
定

さ
れ

る
べ
き
で
あ
る
。

1
国
又
は
複
数
の
沿
岸
国
が

事
故

に
関

係
し

、
ま

た
、

他
の

関
係

者
が

関
与

す

る
可

能
性

が
あ
る
場
合
に
は
、
複
数
国
又
は
地
域
的
な
検

査
チ

ー
ム

の
構

成
設

定
が

検
討

さ
れ

る
べ

き
で

あ

る
。

避
難

場
所
の
要
請
を
受
け
る
沿
岸
国
の
権
限
あ
る
当

局
は

、
適

切
な

チ
ー

ム
メ

ン
バ

ー
を

選
択

し
、

ま

た
、

他
国

／
他
の
権
限
あ
る
当
局
の
か
ら
の
参
画
を
求
め

る
責

務
を

保
持

す
る

。
複

数
国

又
は

地
域

的
な

チ

ー
ム

の
構

成
設
定
を
行
う
場
合
に
は
、
検
査
チ
ー
ム
の
派

遣
に

遅
延

が
生

じ
な

い
こ

と
を

確
保

す
る

よ
う

、

適
切

に
考

慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

 

専
門

家
分

析
と

同
内

容
を

提
案
す

る
。

 

3.
5 

避
難

場
所

を
承
認
す
る
た
め

の
意
思
決
定
プ
ロ
セ
ス

 
 

3.
5.

1 
[…

に
規

定
す
る

]権
限
あ

る
当
局
は
、

[…
に
規
定
す

る
]計

画
及

び
専

門
家

分
析

／
検

査
に

基
づ

き
実

施
さ

れ

る
事

前
の

状
況
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
踏
ま
え
、
避
難
場
所

へ
の

船
舶

の
受

入
に

つ
い

て
決

定
す

る
べ

き
で

あ
る

。

権
限

あ
る

当
局
は
、
船
舶
の
避
難
場
所
へ
の
収
容
が
人

命
、

環
境

又
は

船
体

・
貨

物
の

保
護

の
た

め
に

最
善

の
行

動
と

考
え
る
場
合
に
は
、
船
舶
の
避
難
場
所
へ
の

収
容

が
承

認
さ

れ
る

こ
と

を
確

保
す

る
べ

き
で

あ
る

。
 

船
舶

通
航

監
視

指
令

第
20

b条
(船

舶
収

容
の

決
定

)と
同

内
容
を
提

案
す

る
。

 
船

舶
通

航
監

視
指

令
第

20
b
条
で

は
sh

al
lを

用
い

る
の

に
対
し
、

3.
5.

1
で

は
sh

ou
ld

を
用
い
て
い

る
。

 
権

限
あ

る
当
局
は
、
避
難
場
所
へ
の
入
域
の
承
認
が
要

請
さ

れ
た

場
合

に
は

こ
れ

を
認

め
る

義
務

は
生

じ
な

い
が

、
 

現
行

IM
O

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

3.
12

前
段

を
ベ

ー
ス

に
下

線
部

の
修
正

を
行

っ
て

い
る

。
 

あ
ら

ゆ
る

決
定
を
行
う
前
に
必
要
な
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ

ン
ト

及
び

／
又

は
訪

船
検

査
は

常
に

完
了

し
て

い
る

べ
き

で
あ

る
。
一
般
原
則
と
し
て
、
安
全
で
は
な
い
と

考
え

ら
れ

る
場

合
を

除
き

、
検

査
な

く
拒

否
す

る
べ

き
で

は
な

い
。

 

EU
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
6.

1.
2
避
難
場

所
を

承
認

し
な

い
決

定
と

同
内
容

を
提

案
す

る
。

 
権

限
あ

る
当
局
は
、
公
平
な
見
地
で
す
べ
て
の
要
素
及

び
リ

ス
ク

を
考

量
し

、
合

理
的

に
可

能
と

判
断

さ
れ

る
場

合
に

は
避
難
場
所
を
与
え
る
べ
き
で
あ
る
。

 
現

行
IM

O
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
3.

12
後

段
を

ベ
ー

ス
に

下
線

部
の

修
正

を
行

っ
て

い
る

。
 

3.
5.

2 
権

限
あ

る
当
局
は
、
船
舶
が
避
難
場
所
へ
の
収
容
に
関

係
し

て
発

生
す

る
費

用
及

び
損

害
を

適
せ

る
に

補
償

す
る

保
険

又
は
そ
の
他
の
金
銭
的
保
証
に
係
る
有
効
な

書
式

で
カ

バ
ー

さ
れ

て
い

る
か

を
確

認
す

る
こ

と
が

EU
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン

Ba
ck

gr
ou

nd
最

終
パ

ラ
グ
ラ
フ
、
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－
船

舶
の

動
き
を
制
限
し
、
又
は
、
船
舶
に
対
し
特

別
の

行
動

に
従

う
よ

う
、
指

示
を

行
う

こ
と

(本
要

件
は

、

自
船

に
係

る
安
全
な
対
応
に
関
す
る
船
長
の
責
任
に
影

響
を

及
ぼ

す
も

の
で

は
な

い
)。

 
－

環
境

又
は

海
上
安
全
に
対
す
る
脅
威
を
終
息
さ
せ
る

た
め

に
船

長
に

対
し

、
公

的
な

通
知

を
発

す
る

こ
と

。
 

－
急

迫
し

た
危
険
が
あ
る
場
合
に
は
船
長
に
対
し
避
難

場
所

に
入

域
し

、
又

は
、

船
舶

に
水

先
に

よ
る

嚮
導

を
実

施
し

、
若
し
く
は
、
曳
航
を
指
示
す
る
こ
と
。

 
－

船
舶

が
曳

航
又
は
サ
ル
ベ
ー
ジ
契
約
に
基
づ
き
曳
航

さ
れ

る
場

合
に

は
、
第

1
及

び
第

3
イ

ン
デ

ン
ト
に

基
づ

き
国

の
権
限
あ
る
当
局
に
よ
っ
て
と
ら
れ
る
措
置

は
、

関
係

す
る

支
援

、
サ

ル
ベ

ー
ジ

及
び

曳
航

を
実

施
す

る
会

社
に
対
し
て
も
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
ｾ
ｸ
ｼ
ｮ
ﾝ

4 
避

難
場

所
に

係
る
国
際
的
／
地
域
的
協
力
及
び
調
整

 
M

SC
10

0－
EU

提
案

の
方

向
性

中
、

(2
)避

難
場

所
に

関
す

る
調
整

及
び

協
力

、
(6

)避
難

場
所
の
提
供

を
拒

否
し

他
国

に
引

継
ぐ

場
合
の

ガ
イ

ダ
ン

ス
を

具
体

化
す

る
。

 
 

IM
O

ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
に
基
づ
き
、
又
は
、
そ
の
他

の
方

策
に

よ
り

、
権

限
あ

る
当

局
に

対
し

、
一

定
の

航
行

海
域

又
は

沿
岸
域
が
危
険
に
晒
さ
れ
、
他
の
国
の
リ
ス

ク
が

関
係

し
、

又
は

、
増

大
し

て
い

る
事

実
が

通
知

さ
れ

た
場

合
に
は
、
権
限
あ
る
当
局
が
所
属
す
る
国
は

、
こ

れ
ら

他
国

に
対

し
可

及
的

速
や

か
に

通
報

す
る

た
め

に
適

切
な
措
置
を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。

 
適

当
な

場
合

に
は
、

[海
域
等
を
共
有
す
る
国
；
近
隣

国
]国

は
実

施
す

る
べ

き
必

要
な

措
置

及
び

共
同

行
動

に
係

る
能

力
向
上
に
関
し
、
相
互
調
整
の
観
点
か
ら
協

力
す

る
べ

き
で

あ
る

。
こ

れ
に

よ
り

地
域

的
協

力
の

合
意

を
形

成
し
、
迅
速
な
対
応
が
可
能
と
な
る
。

 

 

付
録

－
1 

避
難

場
所

に
係
る
国
際
的
／
地
域
的
協
力
及
び
調
整

 
 

 
共

通
の

エ
リ

ア
又
は
海
域
を
共
有
す
る
沿
岸
国
が
あ
り

、
避

難
場

所
に

関
す

る
状

況
を

共
同

で
対

処
す

る
必

要
が

あ
る

状
況
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

 
 

多
く

の
場

合
に
お
い
て
避
難
場
所
の
要
請
に
発
展
す
る

状
況

は
、

一
つ

の
国

の
み

が
関

与
し

、
同

国
に

よ
り

そ
の

管
轄

下
に
お
い
て
対
応
が
行
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

し
か

し
な

が
ら

、
一

国
の

下
に

あ
る

状
況

が
近

隣
国

や
事

故
発

生
位
置
の
周
辺
の
国
が
関
与
す
る
状
況
に
変

化
す

る
事

案
も

想
定

さ
れ

る
。

本
セ

ク
シ

ョ
ン

は
、

国
の

計
画

を
補
完
し
、
一
国
以
上
の
国
が
関
与
す
る
可

能
性

が
あ

り
、

又
は

、
事

故
が

あ
る

国
の

管
轄

水
域

外
で

発
生

し
た
場
合
に
適
用
す
る
。

 

EU
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
Co

nt
ex

tと
同

内
容

を
提

案
す

る
。
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地
域
的
な
協
定
が
有
効
で
あ
る
場
合
に
は
、
各
関
係
国
が
避
難
場
所
の
提
供
に
係
る
能
力
を
評
価
す
る
こ
と

を
開
始
し
、
状
況
へ
の
対
応
に
つ
い
て
調
整
を
実
施
す
る
適
任
者
を
決
定
す
る
た
め
に
関
係
す
る
権
限
あ
る

当
局
の
間
で
直
接
的
な
コ
ン
タ
ク
ト
を
行
う
こ
と
を
原
則
と
す
る
。
地
域
的
協
定
は
、
避
難
場
所
の
承
認
に

関
連
す
る
関
連
事
項
に
つ
い
て
も
対
象
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

 

調
整
を
実
施
す
る
沿
岸
国
の
権
限
あ
る
当
局
の
決
定

 
 

捜
索
救
助
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
実
施
さ
れ
ず
避
難
場
所
の
要
請
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
船
舶
が
位
置
す
る

管
轄
域
の
国
に
よ
っ
て
指
定
さ
れ
た
海
事
支
援
サ
ー
ビ
ス
が
決
定
要
因
と
な
る
べ
き
で
あ
る
。
海
事
支
援
サ

ー
ビ
ス
が
指
定
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
他
の
沿
岸
国
に
調
整
を
移
管
す
る
た
め
の
合
意
が
な
さ
れ
な
い

場
合
、
及
び
、
そ
の
合
意
が
な
さ
れ
る
ま
で
は
、
第
一
に
船
舶
が
位
置
す
る
水
域
上
例
：
排
他
的
経
済
水
域

上
に
管
轄
権
を
有
す
る
国
が
避
難
場
所
要
請
の
調
整
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。

 

EU
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イ
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ラ
イ
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3.
1.

2避
難
場

所
要
請
―
捜
索
救
助
活
動
が
関
係

し
な
い
場
合
と
同
内
容
を
提
案
す

る
。

 

一
国
の
管
轄
域
外
で
発
生
し
た
事
故
を
契
機
と
し
て
避
難
場
所
要
請
が
発
せ
ら
れ
た
場
合
に
は
、
第
一
に
は

捜
索
救
助
区
域
が
調
整
の
役
割
を
担
当
す
べ
き
者
を
決
定
す
る
要
因
と
な
ろ
う
。
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
一
つ

と
し
て
捜
索
救
助
が
含
ま
れ
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
船
舶
が
位
置
す
る
捜
索
救
助
区
域
を
担
当
す
る
国

は
ま
ず
、
事
案
の
調
整
の
責
任
を
有
す
る
と
考
え
る
。

 

EU
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

3.
2
一
国
の

管
轄
区
域
外
の
事
故
と
同
内
容
を

提
案
す
る
。

 

避
難
場
所
要
請
が
行
わ
れ
た
時
点
で
船
舶
が
位
置
す
る
捜
索
救
助
区
域
を
担
当
す
る
沿
岸
国
は
、
避
難
場
所

を
許
可
す
る
可
能
性
の
あ
る
他
の
沿
岸
国
に
調
整
を
移
管
す
る
た
め
の
合
意
が
な
さ
れ
な
い
場
合
、
及
び
、

そ
の
合
意
が
な
さ
れ
る
ま
で
は
、
要
請
へ
の
対
応
に
係
る
調
整
を
引
き
続
き
行
う
べ
き
で
あ
る
。

 

EU
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

3.
2
一
国
の

管
轄
区
域
外
の
事
故
と
同
内
容
を

提
案
す
る
。

 
地
理
的
条
件
で
関
係
す
る
こ
と
と
な
る
沿
岸
国
、
又
は
、
船
舶
の
い
つ
く
か
の
関
係
利
益
の
本
拠
地
と
な
る

沿
岸
は
、
調
整
国
と
の
協
力
行
動
を
支
援
す
る
。
こ
れ
に
は
、
情
報
収
集
、
専
門
知
識
の
共
有
、
後
方
支
援

施
設
の
提
供
、
リ
ス
ク
評
価
へ
の
参
加
、
領
域
内
の
避
難
場
所
候
補
域
の
検
討
が
あ
る
。

 

EU
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

3.
2
一
国
の

管
轄
区
域
外
の
事
故
と
同
内
容
を

提
案
す
る
。

 
調
整
当
局
及
び
近
隣
沿
岸
国

 
 

船
舶
を
避
難
場
所
に
収
容
す
る
こ
と
が
最
も
適
切
な
措
置
で
あ
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
場
合
、
調
整
沿
岸
国

は
最
も
近
接
し
、
適
当
な
避
難
場
所

(他
国
内
の
場
合
も
あ
り
う
る

)を
特
定
す
る
た
め
に
近
隣
国
と
作
業
を

行
う
べ
き
で
あ
る
。

 

EU
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

3.
3
調
整
当

局
及
び
近
隣
加
盟
国
に
係
る
義
務

と
同
内
容
を
提
案
す
る
。

 
基
本
的
方
向
性
は
常
に
、
人
命
及
び
環
境
の
保
護
、
並
び
に
、
航
海
に
対
す
る
危
険
性
の
軽
減
と
す
べ
き
で

あ
る
。

 
EU
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

3.
3
調
整
当

局
及
び
近
隣
加
盟
国
に
係
る
義
務

と
同
内
容
を
提
案
す
る
。

 
調
整
沿
岸
国
及
び
支
援
沿
岸
国

 
 

－
船

舶
の

動
き
を
制
限
し
、
又
は
、
船
舶
に
対
し
特

別
の

行
動

に
従

う
よ

う
、
指

示
を

行
う

こ
と

(本
要

件
は

、

自
船

に
係

る
安
全
な
対
応
に
関
す
る
船
長
の
責
任
に
影

響
を

及
ぼ

す
も

の
で

は
な

い
)。

 
－

環
境

又
は

海
上
安
全
に
対
す
る
脅
威
を
終
息
さ
せ
る

た
め

に
船

長
に

対
し

、
公

的
な

通
知

を
発

す
る

こ
と

。
 

－
急

迫
し

た
危
険
が
あ
る
場
合
に
は
船
長
に
対
し
避
難

場
所

に
入

域
し

、
又

は
、

船
舶

に
水

先
に

よ
る

嚮
導

を
実

施
し

、
若
し
く
は
、
曳
航
を
指
示
す
る
こ
と
。

 
－

船
舶

が
曳

航
又
は
サ
ル
ベ
ー
ジ
契
約
に
基
づ
き
曳
航

さ
れ

る
場

合
に

は
、
第

1
及

び
第

3
イ

ン
デ

ン
ト
に

基
づ

き
国

の
権
限
あ
る
当
局
に
よ
っ
て
と
ら
れ
る
措
置

は
、

関
係

す
る

支
援

、
サ

ル
ベ

ー
ジ

及
び

曳
航

を
実

施
す

る
会

社
に
対
し
て
も
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
ｾ
ｸ
ｼ
ｮ
ﾝ

4 
避

難
場

所
に

係
る
国
際
的
／
地
域
的
協
力
及
び
調
整

 
M

SC
10

0－
EU

提
案

の
方

向
性

中
、

(2
)避

難
場

所
に

関
す

る
調
整

及
び

協
力

、
(6

)避
難

場
所
の
提
供

を
拒

否
し

他
国

に
引

継
ぐ

場
合
の

ガ
イ

ダ
ン

ス
を

具
体

化
す

る
。

 
 

IM
O

ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
に
基
づ
き
、
又
は
、
そ
の
他

の
方

策
に

よ
り

、
権

限
あ

る
当

局
に

対
し

、
一

定
の

航
行

海
域

又
は

沿
岸
域
が
危
険
に
晒
さ
れ
、
他
の
国
の
リ
ス

ク
が

関
係

し
、

又
は

、
増

大
し

て
い

る
事

実
が

通
知

さ
れ

た
場
合
に
は
、
権
限
あ
る
当
局
が
所
属
す
る
国
は
、

こ
れ

ら
他

国
に

対
し

可
及

的
速

や
か

に
通

報
す

る

た
め

に
適

切
な
措
置
を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。

 
適

当
な

場
合

に
は
、

[海
域
等
を
共
有
す
る
国
；
近
隣

国
]国

は
実

施
す

る
べ

き
必

要
な

措
置

及
び

共
同

行
動

に
係

る
能

力
向
上
に
関
し
、
相
互
調
整
の
観
点
か
ら
協

力
す

る
べ

き
で

あ
る

。
こ

れ
に

よ
り

地
域

的
協

力
の

合
意

を
形

成
し
、
迅
速
な
対
応
が
可
能
と
な
る
。

 

 

付
録

－
1 

避
難

場
所

に
係
る
国
際
的
／
地
域
的
協
力
及
び
調
整

 
 

 
共

通
の

エ
リ

ア
又
は
海
域
を
共
有
す
る
沿
岸
国
が
あ
り

、
避

難
場

所
に

関
す

る
状

況
を

共
同

で
対

処
す

る
必

要
が

あ
る

状
況
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

 
 

多
く

の
場

合
に
お
い
て
避
難
場
所
の
要
請
に
発
展
す
る

状
況

は
、

一
つ

の
国

の
み

が
関

与
し

、
同

国
に

よ
り

そ
の

管
轄

下
に
お
い
て
対
応
が
行
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

し
か

し
な

が
ら

、
一

国
の

下
に

あ
る

状
況

が
近

隣
国

や
事

故
発

生
位
置
の
周
辺
の
国
が
関
与
す
る
状
況
に
変

化
す

る
事

案
も

想
定

さ
れ

る
。

本
セ

ク
シ

ョ
ン

は
、

国
の

計
画

を
補
完
し
、
一
国
以
上
の
国
が
関
与
す
る
可

能
性

が
あ

り
、

又
は

、
事

故
が

あ
る

国
の

管
轄

水
域

外
で

発
生

し
た
場
合
に
適
用
す
る
。

 

EU
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
Co

nt
ex

tと
同

内
容

を
提

案
す

る
。
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調

整
業

務
を
担
当
す
る
当
局
は
、
調
整
沿
岸
国

(C
C

S：
Co

or
di

na
tin

g 
co

as
ta

l s
ta

te
)と

す
る

。
調

整
沿

岸
国

を
支

援
す
る
他
の
加
盟
国
は
、

IM
O

ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
の

適
用

に
際

し
て

は
支

援
沿

岸
国

(S
CS

：

Su
pp

or
tin

g 
co

as
ta

l s
ta

te
)と

す
る
。

 

EU
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
1.

1.
2
調
整
加

盟
国

及
び

支
援

加
盟

国
と

同
趣
旨

を
提

案
す

る
。

 
調

整
沿

岸
国

(C
CS

)は
次

の
責
任
を
有
す
る
。

 
－

権
限

あ
る
当
局

(C
A

)が
事
故
の
調
整
に
係
る
全
般
的

な
責

任
を

と
る

こ
と

を
確

保
す

る
こ

と
。

 
－

領
域

内
で
の

[避
難
場
所
と
し
て
の

]可
能
性
の
あ
る

場
所

を
特

定
す

る
た

め
に

国
の

避
難

場
所

に
係

る

手
続

を
発

動
す
る
こ
と
。

 
－

船
舶

所
有
者
、
運
航
者
、
船
長
、

P&
Iク

ラ
ブ
、
サ

ル
バ

ー
、
及

び
、
必

要
と

さ
れ

る
場

合
に

は
避

難

港
オ

ペ
レ

ー
タ
ー
、
ま
た
、
適
用
さ
れ
る
場
合
に
は
タ

ー
ミ

ナ
ル

オ
ペ

レ
ー

タ
ー

を
含

む
関

係
者

の
代

表
と

の
連

絡
を

維
持
す
る
た
め
の
主
要
コ
ン
タ
ク
ト
ポ
イ
ン

ト
で

あ
る

こ
と

。
 

－
必

要
と
さ
れ
る
場
合
に
は
、
支
援

沿
岸
国
の
支
援
を

得
る

た
め

に
可

能
性

の
あ

る
支

援
沿

岸
国

と
避

難

場
所

要
請

へ
の
対
応
を
調
整
す
る
こ
と
。

 
－

状
況

報
告

(S
IT

RE
PS

：
Si

tu
at

io
n 

R
ep

or
ts

)を
発

出
し

、
こ

れ
ま

で
に

と
っ

た
措

置
及

び
以

後
の

計

画
に

つ
い

て
支
援
沿
岸
国
に
注
意
喚
起
を
行
う
こ
と
。

 
－

事
故

対
応
の
た
め
の

沿
岸
国
の
協
力
グ
ル
ー
プ
及

び
事

務
局

の
設

置
の

是
非

に
つ

い
て

決
定

す
る

こ

と
。

 
－

輸
送

手
段
の
確
保
、
チ
ー
ム
の
構
成
、
他
の
関
係
国

と
の

協
力

に
係

る
評

価
チ

ー
ム

を
組

織
す

る
こ

と
。 

－
要

支
援
船
舶
が
管
轄
域
内
の

避
難
場
所
へ
入
域
す
る

こ
と

の
是

非
を

決
定

す
る

た
め

に
IM

O
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
に

規
定
す
る
要
素
の
全
般
的
分
析
を
実
施
す
る

こ
と

。
 

－
分

析
が
完
了
し
た
際
に
は
、
そ
の
分
析
結
果
を
他

の
関

係
当

局
及

び
船

舶
所

有
者

に
連

絡
す

る
こ

と
。

 
－

避
難

場
所
に
あ
る
船
舶
に
係
る
責
任
を
有
す
る
可

能
性

が
あ

る
当

局
に

つ
い

て
以

下
の

事
項

を
確

保
す

る
こ

と
。

 
－

収
容

の
可
能
性
に
つ
い
て
可
及
的
速
や
か
に
連
絡

が
な

さ
れ

る
こ

と
。

 
－

リ
ス

ク
評
価
プ
ロ
セ
ス
に
関
与
す
る
と
共
に
す
べ
て

の
関

連
情

報
が

提
供

さ
れ

る
こ

と
。

 

EU
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
1.

1.
3
調
整
加

盟
国

の
責

任
と

同
内

容
を

提
案
す

る
。

 

す
べ

て
の

関
係
要
素
に
係
る
評
価

(セ
ク
シ
ョ
ン
－

3、
パ

ラ
グ

ラ
フ

3.
3～

3.
5)
に

従
い

、
調

整
沿

岸
国

は
ま

た
、

船
舶

の
収
容
が
人
命
及
び
環
境
又
は
船
舶
、
積
荷

の
保

護
の

た
め

に
最

善
と

認
め

る
場

合
に

は
船

舶
の

収
容

を
認

め
る
よ
う
確
保
し
、

 

船
舶

通
航

監
視

指
令

20
b条

(船
舶

収
容

の
決

定
)と

同
趣

旨
を
提
案

す
る

。
 

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

調
整
加
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盟
国
の
責
任
で
は
「
合
理
的
に
可

能
な
と
き
に
は
い
つ
で
も
避
難
場

所
を
提
供
す
る
こ
と
」
と
し
て
い

る
。

 
又
は
適
用
さ
れ
る
場
合
に
は
他
の
国
へ
の
調
整
の
移
管
を
促
進
す
る
た
め
の
意
見
調
整
を
実
施
す
る
責
任
を

有
す
る
。

 
EU
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

1.
1.

3調
整
加

盟
国
の
責
任
と
同
内
容
を
提
案
す

る
。

 
注
意
事
項
：
正
式
な
避
難
場
所
要
請
を
検
討
す
る
調
整
沿
岸
国
は
、
異
な
る
港
湾
当
局
又
は
他
の
国
の
沿
岸

当
局
に
直
接
コ
ン
タ
ク
ト
を
と
る
べ
き
で
は
な
い
。
す
べ
て
の
情
報
交
換
は
関
係
国
の
権
限
あ
る
海
事
当
局

を
通
じ
、
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

EU
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

1.
1.

3調
整
加

盟
国
の
責
任
と
同
内
容
を
提
案
す

る
。

 
支
援
沿
岸
国
の
責
任

 
 

 
避
難
場
所
要
請
手
続
に
対
応
す
る
調
整
沿
岸
国
を
支
援
す
る
国
は
以
下
の
も
の
を
含
む
。

 
－

要
支
援
船
舶
の
周
辺
の
近
隣
国
。
及
び
必
要
な
場
合
に
は
、

 
－

旗
国

 
各
支
援
沿
岸
国
は
以
下
の
事
項
を
実
施
す
べ
き
で
あ
る
。

 
－

事
故
に
関
連
す
る
あ
ら
ゆ
る
情
報
が
遅
滞
な
く
調
整
沿
岸
国
に
送
付
さ
れ
る
よ
う
確
保
す
る
こ
と
。

 
－

調
整
沿
岸
国
か
ら
の
支
援
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
要
請
を
検
討
す
る
準
備
を
行
う
こ
と
。

 
－

調
整
沿
岸
国
に
よ
る
支
援
沿
岸
国
の
管
轄
域
内
に
あ
る
避
難
場
所
に
係
る
要
請
を
検
討
す
る
準
備
を
行

う
こ
と
。

 
特
に
近
隣
国
は
、
そ
の
時
点
に
お
い
て
事
故
が
自
国
の
管
轄
域
外
で
発
生
し
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
の
領
域

内
の
避
難
場
所
を
承
認
す
る
可
能
性
に
つ
い
て
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

 

EU
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

1.
1.

4支
援
加

盟
国
の
責
任
と
同
内
容
を
提
案
す

る
。

 

調
整
の
移
管

 
 

事
故
対
応
の
調
整
責
任
は
、
船
上
の
状
況
の
進
展
、
又
は
、
関
係
国
間

(す
な
わ
ち
避
難
場
所
の
提
供
が
可
能

な
国

)で
合
意
さ
れ
た
協
定
に
よ
り
、
移
管
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
運
用
継
続
性
の
理
由

に
よ
り
、
当
初
の
調
整
沿
岸
国
が
他
の
関
係
沿
岸
国
と
の
合
意
に
よ
り
、
プ
ロ
セ
ス
全
体
の
調
整
を
行
う
こ

と
が
適
当
な
場
合
も
あ
る
。

 
他
の
沿
岸
国
へ
の
調
整
の
移
管
は
、
調
整
を
引
き
継
ぐ
国
か
ら
事
案
に
係
る
当
初
の
責
任
を
有
し
て
い
た
国

に
正
式
の
通
知
電
子
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
が
好
ま
し
い
を
行
う
こ
と
に
よ
り
完
了
す
る
。

EU
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

3.
4
調
整
の

移
管
と
同
内
容
を
提
案
す
る
。

 

 
調

整
業

務
を
担
当
す
る
当
局
は
、
調
整
沿
岸
国

(C
C

S：
Co

or
di

na
tin

g 
co

as
ta

l s
ta

te
)と

す
る

。
調

整
沿

岸
国

を
支

援
す
る
他
の
加
盟
国
は
、

IM
O

ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
の

適
用

に
際

し
て

は
支

援
沿

岸
国

(S
CS

：

Su
pp

or
tin

g 
co

as
ta

l s
ta

te
)と

す
る
。

 

EU
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
1.

1.
2
調
整
加

盟
国

及
び

支
援

加
盟

国
と

同
趣
旨

を
提

案
す

る
。

 
調

整
沿

岸
国

(C
CS

)は
次

の
責
任
を
有
す
る
。

 
－

権
限

あ
る
当
局

(C
A

)が
事
故
の
調
整
に
係
る
全
般
的

な
責

任
を

と
る

こ
と

を
確

保
す

る
こ

と
。

 
－

領
域

内
で
の

[避
難
場
所
と
し
て
の

]可
能
性
の
あ
る

場
所

を
特

定
す

る
た

め
に

国
の

避
難

場
所

に
係

る

手
続

を
発

動
す
る
こ
と
。

 
－

船
舶

所
有
者
、
運
航
者
、
船
長
、

P&
Iク

ラ
ブ
、
サ

ル
バ

ー
、
及

び
、
必

要
と

さ
れ

る
場

合
に

は
避

難

港
オ

ペ
レ

ー
タ
ー
、
ま
た
、
適
用
さ
れ
る
場
合
に
は
タ

ー
ミ

ナ
ル

オ
ペ

レ
ー

タ
ー

を
含

む
関

係
者

の
代

表
と

の
連

絡
を

維
持
す
る
た
め
の
主
要
コ
ン
タ
ク
ト
ポ
イ
ン

ト
で

あ
る

こ
と

。
 

－
必

要
と
さ
れ
る
場
合
に
は
、
支
援

沿
岸
国
の
支
援
を

得
る

た
め

に
可

能
性

の
あ

る
支

援
沿

岸
国

と
避

難

場
所

要
請

へ
の
対
応
を
調
整
す
る
こ
と
。

 
－

状
況

報
告

(S
IT

RE
PS

：
Si

tu
at

io
n 

R
ep

or
ts

)を
発

出
し

、
こ

れ
ま

で
に

と
っ

た
措

置
及

び
以

後
の

計

画
に

つ
い

て
支
援
沿
岸
国
に
注
意
喚
起
を
行
う
こ
と
。

 
－

事
故

対
応
の
た
め
の

沿
岸
国
の
協
力
グ
ル
ー
プ
及

び
事

務
局

の
設

置
の

是
非

に
つ

い
て

決
定

す
る

こ

と
。

 
－

輸
送

手
段
の
確
保
、
チ
ー
ム
の
構
成
、
他
の
関
係
国

と
の

協
力

に
係

る
評

価
チ

ー
ム

を
組

織
す

る
こ

と
。 

－
要

支
援
船
舶
が
管
轄
域
内
の

避
難
場
所
へ
入
域
す
る

こ
と

の
是

非
を

決
定

す
る

た
め

に
IM

O
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
に

規
定
す
る
要
素
の
全
般
的
分
析
を
実
施
す
る

こ
と

。
 

－
分

析
が
完
了
し
た
際
に
は
、
そ
の
分
析
結
果
を
他

の
関

係
当

局
及

び
船

舶
所

有
者

に
連

絡
す

る
こ

と
。

 
－

避
難

場
所
に
あ
る
船
舶
に
係
る
責
任
を
有
す
る
可

能
性

が
あ

る
当

局
に

つ
い

て
以

下
の

事
項

を
確

保
す

る
こ

と
。

 
－

収
容

の
可
能
性
に
つ
い
て
可
及
的
速
や
か
に
連
絡

が
な

さ
れ

る
こ

と
。

 
－

リ
ス

ク
評
価
プ
ロ
セ
ス
に
関
与
す
る
と
共
に
す
べ

て
の

関
連

情
報

が
提

供
さ

れ
る

こ
と

。
 

EU
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
1.

1.
3
調
整
加

盟
国

の
責

任
と

同
内

容
を

提
案
す

る
。

 

す
べ

て
の

関
係
要
素
に
係
る
評
価

(セ
ク
シ
ョ
ン
－

3、
パ

ラ
グ

ラ
フ

3.
3～

3.
5)
に

従
い

、
調

整
沿

岸
国

は
ま

た
、

船
舶

の
収
容
が
人
命
及
び
環
境
又
は
船
舶
、
積
荷

の
保

護
の

た
め

に
最

善
と

認
め

る
場

合
に

は
船

舶
の

収
容

を
認

め
る
よ
う
確
保
し
、

 

船
舶

通
航

監
視

指
令

20
b条

(船
舶

収
容

の
決

定
)と

同
趣

旨
を
提
案

す
る

。
 

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

調
整
加
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セ
ク
シ
ョ
ン
－

4、
付
録
－

2、
様
式
－

B[
略

]は
調
整
の
移
管
に
利
用
す
る
。

 
 

意
思
決
定
及
び
結
果

 
 

意
思
決
定
及
び
結
果
は
セ
ク
シ
ョ
ン
－

3、
パ
ラ
グ
ラ
フ

3.
7
に
よ
り
完
了
す
る
。

 
N

CS
R7
－

EU
提
案
に
は
パ
ラ
グ

ラ
フ

3.
7
は
存
在
し
な
い
。
誤
記

の
可
能
性
あ
り
。

 
避
難
場
所
承
認
の
た
め
の
他
の
沿
岸
国
に
対
す
る
そ
の
後
の
要
請

 
事
故
後
に
実
施
さ
れ
た
リ
ス
ク
評
価
に
よ
り
、
関
係
船
舶
及
び
航
海
上
の
安
全
性
を
保
全
し
、
環
境
に
対
す

る
リ
ス
ク
を
保
護
又
は
軽
減
す
る
た
め
に
他
の
加
盟
国
の
領
域
内
に
あ
る
避
難
場
所
が
唯
一
の
解
決
策
で
あ

る
と
い
う
結
論
に
達
し
た
場
合
に
は
、
客
観
的
理
由
に
よ
り
避
難
場
所
要
請
を
拒
否
す
る
調
整
沿
岸
国
は
、

そ
の
後
の
要
請
が
行
わ
れ
る
国
に
対
し
、
そ
の
決
定
が
行
わ
れ
る
根
拠
と
な
っ
た
状
況
に
関
連
す
る
す
べ
て

の
情
報
を
転
送
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
そ
の
沿
岸
国
は
そ
の
後
、
調
整
沿
岸
国
と
な
り
、
従
来
の
調
整
沿
岸
国
は
支
援
沿
岸
国
と
な
る
。

 
移
管
及
び
調
整
沿
岸
国
及
び
支
援
沿
岸
国
の
間
で
調
整
さ
れ
た
通
航
計
画
に
つ
い
て
合
意
に
至
ら
な
い
場
合

に
は
、
す
べ
て
の
関
連
情
報
の
転
送
に
よ
り
そ
の
後
の
要
請
に
対
す
る
リ
ス
ク
評
価
及
び
意
思
決
定
を
大
い

に
促
進
す
べ
き
で
あ
る
。

 

EU
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

6.
1.

3避
難
場

所
承
認
の
た
め
の
他
の
沿
岸
国
に

対
す
る
そ
の
後
の
要
請
と
同
趣
旨

を
提
案
す
る
。

 

通
航
計
画
及
び
監
視

 
適
当
な
避
難
場
所
が
決
定
、
合
意
さ
れ
た
場
合
に
は
、
調
整
沿
岸
国
は
要
請
を
行
っ
た
関
係
者
と
共
に
通
航

計
画
に
同
意
す
る
責
任
を
有
し
、
必
要
な
場
合
に
は
支
援
沿
岸
国
と
共
同
で
作
業
を
実
施
す
る

(特
に
事
故
船

舶
が
他
の
加
盟
国
の
管
轄
域
に
大
き
く
接
近
し
て
通
過
、
通
航
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
可
能
性
が
あ
る
場

合
)。

 
指
定
さ
れ
た
避
難
場
所
へ
の
通
航
中
、
困
難
性
に
直
面
す
る
可
能
性
に
備
え
る
た
め
に
、
沿
岸
国
は
そ
の
針

路
上
に
一
つ
又
は
そ
れ
以
上
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
と
な
る
避
難
場
所
に
つ
い
て
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

 

EU
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

6.
1.

4通
航
計

画
及
び
監
視
と
同
内
容
を
提
案
す

る
。

 

付
録
－

2 
様
式
－

B
沿
岸
国
の
調
整
の
移
管
に
係
る
様
式

[略
] 

M
SC

10
0－

EU
提
案
の
方
向
性

中
、

(5
)対
応
プ
ロ
セ
ス
・
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
及
び
報
告
手
続
を

具
体
化
す
る
。

 
EU
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
付
録
－

F
加

盟
国
調
整
移
管
様
式
と
同
内
容
を
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提
案

す
る

。
 

ｾ
ｸ
ｼ
ｮ
ﾝ

5 
メ

デ
ィ

ア
及

び
情
報
管
理

 
M

SC
10

0－
EU

提
案

の
方

向
性

中
、

(7
)メ

デ
ィ

ア
及

び
情

報
対
応

を
具

体
化

す
る

。
 

情
報

を
発

信
す
る
社
会
的
メ
デ
ィ
ア
を
利
用
す
る
現
代

社
会

に
お

い
て

は
、

国
は

そ
の

組
織

の
中

に
メ

デ
ィ

ア
管

理
、

避
難
場
所
を
要
請
す
る
要
支
援
船
舶
に
関
係

す
る

情
報

に
係

る
能

力
(研

修
・

訓
練

を
含

む
)を

有

す
る

こ
と

が
望
ま
し
い
。
そ
の
た
め
の
主
要
事
項
の
一

例
は

以
下

の
通

り
で

あ
る

。
 

 

.1
 メ

デ
ィ
ア
及
び
情
報
管
理

 
公

共
及

び
そ

の
他
の
主
要
な
関
係
者
に
対
し
、
正
確
、

明
確

、
タ

イ
ム

リ
ー

か
つ

最
新

の
及

び
助

言
を

発
信

す
る

こ
と

は
、
あ
ら
ゆ
る
海
難
に
つ
い
て
成
功
裡
に
対

応
す

る
た

め
の

重
要

な
側

面
と

な
る

。
メ

デ
ィ

ア
管

理
が

国
家

緊
急
時
計
画
に
導
入
さ
れ
、
メ
デ
ィ
ア
管
理

手
続

き
を

策
定

す
る

べ
き

で
あ

る
。

 

EU
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
8.

1
メ
デ
ィ

ア
及

び
情

報
対

応
と

同
内

容
を
提

案
す

る
。

 

.2
 主

要
原
則

 
－

 メ
デ

ィ
ア
活
動
は
す
べ
て
の
場
合
に
お
い
て
事
故
の

対
応
・
管

理
に

影
響
を

及
ぼ

す
も

の
で

あ
っ

て
は

な

ら
な

い
。

特
に
緊
急
対
応
に
係
る
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
活

動
を

阻
害

す
る

べ
き

で
は

な
い

。
避

難
場

所
提

供
の

承
認

・
決

定
に
際
し
、
メ
デ
ィ
ア
の
推
測
が
考
慮
さ
れ

る
べ

き
で

は
な

い
。

 
－

 報
道

機
関
の
介
入
か
ら
被
害
者
を
保
護
す
る
た
め
の

あ
ら

ゆ
る

措
置

が
講

じ
ら

れ
る

べ
き

で
あ

る
。

 
－

 事
実

に
基
づ
く
情
報
の
み
が
提
供

さ
れ
る
べ
き
で
あ

る
。
原

因
、
そ

の
後
の

展
開

又
は

活
動

に
係

る
推

測

を
す

る
べ

き
で
は
な
い
。

 
－

情
報

(及
び
そ
の
公
表

)に
つ
い
て
責
任
あ
る
組
織
で

認
め

る
場

合
を

除
き

、
他

の
責

任
管

轄
に

あ
る

場
合

に
は

、
情

報
及
び
助
言
は
単
一
の
組
織
に
よ
っ
て
公
表

さ
れ

る
べ

き
で

は
な

い
。

 

EU
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
8.

2
主
要
原

則
と

同
内

容
を

提
案

す
る

。
 

.3
 主

要
関
係
グ
ル
ー
プ

 
－

 報
道

機
関

 
－

 N
G

O
及
び
市
民
社
会
を
含
む
一
般
公
衆

 
－

 閣
僚

、
国
家
及
び
地
域
の
当
局
、
国
際
組
織

 
－

 海
運

及
び
保
険
産
業
、
港
湾
、
タ
ー
ミ
ナ
ル
オ
ペ
レ

ー
タ

ー
 

EU
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
8.

3
主
要
関

係
グ

ル
ー

プ
と

同
内

容
を

提
案
す

る
。

 

.4
 事

故
を
管
理
す
る
者
に
係
る
主
要
行
動

 
－

 メ
デ

ィ
ア
管
理
プ
ロ
セ
ス
／
事
故
対
応
の
メ
デ
ィ
ア

チ
ー

ム
の

設
定

を
促

進
す

る
責

任
者

を
認

識
す

る

こ
と

(メ
デ
ィ
ア
チ
ー
ム
は
長
期
間
必
要
と
さ
れ
る
こ

と
を

理
解

)。
 

EU
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
8.

4
事
故
に

対
応

す
る

者
に

係
る

主
要

行
動

と

同
内

容
を

提
案

す
る

。
 

セ
ク
シ
ョ
ン
－

4、
付
録
－

2、
様
式
－

B[
略

]は
調
整
の
移
管
に
利
用
す
る
。

 
 

意
思
決
定
及
び
結
果

 
 

意
思
決
定
及
び
結
果
は
セ
ク
シ
ョ
ン
－

3、
パ
ラ
グ
ラ
フ

3.
7
に
よ
り
完
了
す
る
。

 
N

CS
R7
－

EU
提
案
に
は
パ
ラ
グ

ラ
フ

3.
7
は
存
在
し
な
い
。
誤
記

の
可
能
性
あ
り
。

 
避
難
場
所
承
認
の
た
め
の
他
の
沿
岸
国
に
対
す
る
そ
の
後
の
要
請

 
事
故
後
に
実
施
さ
れ
た
リ
ス
ク
評
価
に
よ
り
、
関
係
船
舶
及
び
航
海
上
の
安
全
性
を
保
全
し
、
環
境
に
対
す

る
リ
ス
ク
を
保
護
又
は
軽
減
す
る
た
め
に
他
の
加
盟
国
の
領
域
内
に
あ
る
避
難
場
所
が
唯
一
の
解
決
策
で
あ

る
と
い
う
結
論
に
達
し
た
場
合
に
は
、
客
観
的
理
由
に
よ
り
避
難
場
所
要
請
を
拒
否
す
る
調
整
沿
岸
国
は
、

そ
の
後
の
要
請
が
行
わ
れ
る
国
に
対
し
、
そ
の
決
定
が
行
わ
れ
る
根
拠
と
な
っ
た
状
況
に
関
連
す
る
す
べ
て

の
情
報
を
転
送
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
そ
の
沿
岸
国
は
そ
の
後
、
調
整
沿
岸
国
と
な
り
、
従
来
の
調
整
沿
岸
国
は
支
援
沿
岸
国
と
な
る
。

 
移
管
及
び
調
整
沿
岸
国
及
び
支
援
沿
岸
国
の
間
で
調
整
さ
れ
た
通
航
計
画
に
つ
い
て
合
意
に
至
ら
な
い
場
合

に
は
、
す
べ
て
の
関
連
情
報
の
転
送
に
よ
り
そ
の
後
の
要
請
に
対
す
る
リ
ス
ク
評
価
及
び
意
思
決
定
を
大
い

に
促
進
す
べ
き
で
あ
る
。

 

EU
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

6.
1.

3避
難
場

所
承
認
の
た
め
の
他
の
沿
岸
国
に

対
す
る
そ
の
後
の
要
請
と
同
趣
旨

を
提
案
す
る
。

 

通
航
計
画
及
び
監
視

 
適
当
な
避
難
場
所
が
決
定
、
合
意
さ
れ
た
場
合
に
は
、
調
整
沿
岸
国
は
要
請
を
行
っ
た
関
係
者
と
共
に
通
航

計
画
に
同
意
す
る
責
任
を
有
し
、
必
要
な
場
合
に
は
支
援
沿
岸
国
と
共
同
で
作
業
を
実
施
す
る

(特
に
事
故
船

舶
が
他
の
加
盟
国
の
管
轄
域
に
大
き
く
接
近
し
て
通
過
、
通
航
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
可
能
性
が
あ
る
場

合
)。

 
指
定
さ
れ
た
避
難
場
所
へ
の
通
航
中
、
困
難
性
に
直
面
す
る
可
能
性
に
備
え
る
た
め
に
、
沿
岸
国
は
そ
の
針

路
上
に
一
つ
又
は
そ
れ
以
上
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
と
な
る
避
難
場
所
に
つ
い
て
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

 

EU
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

6.
1.

4通
航
計

画
及
び
監
視
と
同
内
容
を
提
案
す

る
。

 

付
録
－

2 
様
式
－

B
沿
岸
国
の
調
整
の
移
管
に
係
る
様
式

[略
] 
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　　船舶の避難場所に関する研究
56－― IMO ガイドライン修正提案の検討（２）―

3 研究のまとめ 
(1) 本稿ではIMOの海上安全委員会の下部小委員会である航行安全・無
線通信・捜索救助に関する小委員会で検討を行っている船舶の避難場

所に関するIMOガイドラインに対するEU加盟国及び海事関係団体に
よる修正提案(NCSR7－EU提案)の整理を行った。 

(2) 欧州周辺海域においては、過去、複数の避難場所に関係する船舶事

故を経験し、これらを契機として船舶通航監視指令の採択、修正を行

い、また、運用上の指針としてEUガイドラインを策定している。こ
れらの経験、関係文書、EU加盟国が参加する避難場所に関する机上
訓練11)等を踏まえ、NCSR7－EU提案は、船舶の避難場所に係る国際
的文書として策定されたIMOガイドラインの最新化を図ることを目
的としてその内容の修正を求めている。 

(3) このためNCSR7－EU提案による現行IMOガイドラインの規定に
対する修正は、MSC100－EU提案の方向性についてその具体化を図
り、船舶通航監視指令の避難場所に関係する規定、EUガイドライン
の内容又はその趣旨を提案に反映していることが認められる。表－1
においてNCSR7－EU提案によるIMOガイドラインの修正規定と現
行IMOガイドライン、EUガイドライン及び船舶通航監視指令の規定
との関係を整理した。研究のまとめに掲げるべき主要事項としては以

下の(4)～(7)をあげることができる。 
(4) NCSR7－EU提案1.2.1ではIMOガイドラインは避難場所への対応
について「一国以上が関係する可能性のある状況についても適用され

る」必要性を求めている。これを受け、セクション－4として新たに
「避難場所に係る国際的／地域的協力及び調整」を設け、EUガイド
ラインの規定を踏まえ、セクション－4及びその付録－1に避難場所に
関する状況に共同して対処する方策、また、避難場所の収容の検討、

判断について一つの国から他の国に移管する手続きについて記載す

る。これらは、MSC100－EU提案の方向性中、(2)の「避難場所に関
する調整及び協力」、(6)の「避難場所の提供を拒否し他国に引継ぐ場
合のガイダンス」を具体化するものである。 
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3 研究のまとめ 
(1) 本稿ではIMOの海上安全委員会の下部小委員会である航行安全・無
線通信・捜索救助に関する小委員会で検討を行っている船舶の避難場

所に関するIMOガイドラインに対するEU加盟国及び海事関係団体に
よる修正提案(NCSR7－EU提案)の整理を行った。 

(2) 欧州周辺海域においては、過去、複数の避難場所に関係する船舶事

故を経験し、これらを契機として船舶通航監視指令の採択、修正を行

い、また、運用上の指針としてEUガイドラインを策定している。こ
れらの経験、関係文書、EU加盟国が参加する避難場所に関する机上
訓練11)等を踏まえ、NCSR7－EU提案は、船舶の避難場所に係る国際
的文書として策定されたIMOガイドラインの最新化を図ることを目
的としてその内容の修正を求めている。 

(3) このためNCSR7－EU提案による現行IMOガイドラインの規定に
対する修正は、MSC100－EU提案の方向性についてその具体化を図
り、船舶通航監視指令の避難場所に関係する規定、EUガイドライン
の内容又はその趣旨を提案に反映していることが認められる。表－1
においてNCSR7－EU提案によるIMOガイドラインの修正規定と現
行IMOガイドライン、EUガイドライン及び船舶通航監視指令の規定
との関係を整理した。研究のまとめに掲げるべき主要事項としては以

下の(4)～(7)をあげることができる。 
(4) NCSR7－EU提案1.2.1ではIMOガイドラインは避難場所への対応
について「一国以上が関係する可能性のある状況についても適用され

る」必要性を求めている。これを受け、セクション－4として新たに
「避難場所に係る国際的／地域的協力及び調整」を設け、EUガイド
ラインの規定を踏まえ、セクション－4及びその付録－1に避難場所に
関する状況に共同して対処する方策、また、避難場所の収容の検討、

判断について一つの国から他の国に移管する手続きについて記載す

る。これらは、MSC100－EU提案の方向性中、(2)の「避難場所に関
する調整及び協力」、(6)の「避難場所の提供を拒否し他国に引継ぐ場
合のガイダンス」を具体化するものである。 
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　　船舶の避難場所に関する研究
58－― IMO ガイドライン修正提案の検討（２）―

これは、IMOガイドラインは条約のように法的拘束力を持たず、任意
的性格を有するものであり、船体の避難場所への収容について要請が

行われた際には、避難場所への収容に関する義務又は原則の存在を前

提としない立場をとり、IMOガイドラインを踏まえ状況等を評価し、
その収容の是非については沿岸国の当局が合理的に判断することを

期待するものであり、IMOガイドラインの任意的指針としての限界を
表している12)。NCSR7－EU提案においてもIMOガイドラインの任意
的指針の方向性は維持するものの、NCSR7－EU提案の3.5.1により現
行IMOガイドラインの3.12の規定にEUガイドライン6.1.2の内容を取
り込み、「一般原則として、安全ではないと考えられる場合を除き、

検査なく拒否するべきではない」を追加する。この文言の追加により

NCSR7－EU提案は、IMOガイドラインについて要支援船舶の避難場
所への収容を義務又は原則とするものではないとしつつも、収容の是

非の判断、特に収容の拒否については、地域及びその住民の反対等に

よるものではなく、その前提として必要な検査、評価を行い、適切に

判断することを求めているものと考える。 
(8) 現在、NCSR7－EU提案は、航行安全・無線通信・捜索救助に関す
る小委員会の下に設置されたコレスポンデンスグループにより電子

メール等を活用し、参加国の検討が行われている。同グループの検討

の詳細は明らかではないが、検討の結果は次回、第8回航行安全・無
線通信・捜索救助に関する小委員会に報告される見込みである。 

(9) EU加盟国等が策定したNCSR7－EU提案がどの程度、IMOガイド
ラインに受け入れられ、取り込まれるのか、また反対に否定あるいは

提案の修正が行われるのかは、コレスポンデンスグループの検討を踏

まえた航行安全・無線通信・捜索救助に関する小委員会、海上安全委

員会の審議、及び、修正IMOガイドラインの採択を待つ必要がある。
同時に今後行われる国際機関としてのIMOでの審議及び避難場所に
係る国際文書としてのIMOガイドライン13)の修正結果は、EU及びそ
の加盟国の船舶の避難場所に係る先進的な対応、運用に係る国際的な

評価であり、また、避難場所問題への新たな国際的共通規準として認

(5) 避難場所への要支援船舶の収容の判断を行う者として、MSC100－
EU提案は(3)に「国の1つの権限ある当局の指定」を提示し、NCSR7
－EU提案では1.4.2、1.5.6、3.1.1において「国の内部機構を踏まえ」、
「要支援船舶の避難場所への収容に関する独立した決定を行うため

の関連する専門性及び必要な権限を有する当局」を提案する。後段の

「要支援船舶の…権限を有する当局」については、EU加盟国を適用
対象とする船舶通航監視指令第20条(要支援船舶の収容に関する権限
ある当局)パラグラフ1の規定及びこれを取り込んだEUガイドライン
の関連規定の趣旨を提案するものである。「独立した決定」について

は避難場所への要支援船舶の収容の判断に関係する政治的影響力か

らの独立性の意味を有するものと考えられ、その導入については各国

内の政治・行政体制にも関係する。このため、IMOガイドラインの修
正に関してはNCSR7－EU提案は前段の「国の内部機構を踏まえ」の
文言も追加し、権限ある当局の特性については各国に委ね、柔軟性の

確保を図ろうとしているものと考える。 
(6) 要支援船舶の避難場所への収容は、地域及びその住民の反対を伴い、

政治的影響力に発展する可能性があり、これが避難場所問題の特徴の

一つである。NCSR7－EU提案では現行IMOガイドライン1.4におい
て避難場所への要支援船舶の収容の決定に際して予想される「地方当

局及び住民の反対」係る規定全体を削除する。また、NCSR7－EU提
案1.2.6及び1.3.5は避難場所の利用、避難場所へ入域の承認に係る判
断を形容する「政治的」の文言についても削除している。現行IMOガ
イドラインに表された地域・住民の反対、政治的判断に係る規定、文

言をNCSR7－EU提案により削除する必要性、理由について現段階で
は明らかではないものの、NCSR7－EU提案の審議の過程で注視する
必要がある。 

(7) 現行IMOガイドラインのパラグラフ3.12は「沿岸国は、船舶の避難
場所への収容の承認が要請された場合にはこれを認める義務は生じ

ないが、公平な見地ですべての要素及びリスクを考量し、合理的に可

能と判断される場合には避難場所を与えるべきである」旨規定する。
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識されるものと考える。 
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